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平安時代宮廷社会の〈土器〉（吉江）

【
要
旨
】
　
平
安
時
代
に
お
け
る
宮
廷
社
会
の
饗
宴
儀
礼
は
、
勧
盃
者
の
飲
酒
が
伴
い
土
器
を
用
い
る
旬
薄
型
と
、
勧
盃
者
が
飲
酒
せ
ず
朱
器
な
ど
を
使
用

す
る
節
会
型
に
大
別
で
き
る
。
日
常
的
な
儀
礼
形
態
で
あ
る
旬
儀
型
で
は
様
器
の
盃
か
ら
土
器
へ
の
変
更
が
頻
繁
に
な
さ
れ
た
が
、
様
器
は
土
器
の
延
長

線
上
に
位
置
す
る
器
と
み
る
の
が
よ
く
、
使
用
の
背
景
に
は
饗
宴
主
催
者
の
装
飾
の
意
図
が
窺
え
る
。
～
方
、
様
器
か
ら
改
め
ら
れ
る
土
器
の
多
く
は
春

日
土
器
で
あ
り
、
そ
れ
は
黒
色
土
器
に
相
当
す
る
と
推
測
さ
れ
、
土
器
を
必
要
と
す
る
社
会
構
造
の
起
点
を
春
日
土
器
の
登
場
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
八
世
紀
後
葉
か
ら
九
世
紀
前
葉
に
か
け
て
の
く
土
器
〉
の
変
容
は
、
律
令
官
僚
制
の
展
開
に
関
連
づ
け
る
の
が
適
当
で
、
律
令

官
人
の
常
食
制
の
崩
壊
が
須
恵
器
生
産
の
解
体
に
影
響
し
、
公
卿
制
の
成
立
が
土
器
を
用
い
る
薄
儀
型
の
饗
宴
儀
礼
の
活
況
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
考

え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
九
巻
六
号
　
二
〇
〇
六
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

都
城
か
ら
出
土
す
る
〈
土
器
〉

は①
　．

八
世
紀
後
葉
か
ら
九
世
紀
前
葉
を
境
に
大
き
く
変
貌
す
る
。
生
産
の
開
始
以
来
、
主
要
な
食
膳
具
で
あ

り
続
け
た
須
恵
器
は
、
土
師
器
に
凌
駕
さ
れ
て
主
体
を
鉢
や
壼
・
甕
と
い
っ
た
貯
蔵
・
調
理
具
へ
移
行
し
、
ま
た
、
多
様
な
器
種
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
た
土
師
器
は
、
器
種
の
減
少
、
製
作
技
法
の
簡
略
化
を
通
じ
て
、
大
量
生
産
を
志
向
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
土
師
器
に
炭
素
を
吸

着
さ
せ
た
黒
色
土
器
や
、
二
塁
陶
器
・
豊
強
陶
器
と
い
っ
た
国
産
施
柚
陶
器
な
ど
、
技
術
の
進
展
に
由
来
す
る
〈
土
器
〉
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
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多
彩
な
食
膳
具
の
様
相
が
現
出
す
る
。
こ
れ
ら
に
白
色
土
器
・
輸
入
陶
磁
器
を
加
え
た
複
合
的
な
あ
り
方
が
、
一
〇
世
紀
後
葉
か
ら
＝
世
紀

前
葉
に
い
た
る
ま
で
の
宮
廷
社
会
に
お
け
る
〈
土
器
〉
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
〈
土
器
〉
の
展
開
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
試
み
は
、
文
献
史
学
と
考
古
学
の
双
方
か
ら
多
く
の
蓄
積
が
あ
り
、
研
究
史
の
整
理

も
様
々
な
局
面
で
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
研
究
動
向
全
体
の
概
観
は
も
は
や
必
要
な
い
と
も
考
え
る
が
、
本
稿
の
視
座
を
明
確
に
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

め
に
も
、
今
日
ま
で
影
響
力
を
持
続
す
る
浅
香
年
木
と
西
弘
海
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
で
も
触
れ
て
お
か
ざ
る
を
え
な
い
。

　
手
工
業
史
研
究
の
｛
環
と
し
て
窯
業
生
産
を
考
察
し
た
浅
香
は
、
律
令
制
期
の
窯
業
の
特
質
を
在
地
の
生
産
物
を
調
と
し
て
収
奪
す
る
形
態

に
求
め
る
。
そ
の
う
え
で
、
貴
族
的
領
有
の
進
行
に
よ
っ
て
須
恵
器
生
産
集
団
が
解
体
し
た
畿
内
と
、
後
進
性
ゆ
え
に
貴
族
の
需
要
と
国
衙
機

構
の
関
与
に
よ
っ
て
施
紬
陶
器
生
産
へ
移
行
し
た
尾
張
と
い
う
よ
う
に
、
上
記
の
変
化
を
律
令
制
崩
壊
の
地
域
的
二
面
性
の
な
か
で
位
置
づ
け

た
。
浅
香
の
研
究
は
、
〈
土
器
〉
生
産
の
場
で
あ
る
在
地
社
会
の
動
向
に
着
目
し
た
分
析
で
あ
り
、
〈
土
器
V
の
変
容
を
、
調
制
・
交
易
制
の
推

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

移
や
荘
園
制
・
供
御
管
制
の
展
開
に
引
き
つ
け
て
論
じ
る
考
察
は
、
こ
う
し
た
視
角
を
継
承
し
、
深
化
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
浅
香
の
問
題
意
識
が
〈
土
器
〉
供
給
の
場
に
立
脚
し
た
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
、
西
の
論
考
は
、
考
古
学
的
見
地
か
ら
需
要
・
使
用
の
側
面

に
焦
点
を
あ
て
る
。
西
は
、
湯
量
の
規
格
性
、
多
様
な
器
種
分
化
、
土
師
器
と
須
恵
器
の
互
換
性
、
と
い
っ
た
点
に
七
世
紀
後
半
以
降
の
〈
土

器
〉
の
特
質
を
み
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
提
に
大
量
の
官
人
層
の
出
現
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
、
そ
の
う
え
で
、
こ
の
よ
う
な
〈
土
器
〉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

様
相
を
「
律
令
的
土
器
様
式
」
と
概
念
化
し
た
。
惜
し
む
ら
く
は
、
律
令
制
期
の
〈
土
器
〉
の
特
色
に
主
眼
が
あ
っ
た
た
め
に
、
変
質
過
程
に

は
さ
ほ
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
点
で
、
「
律
令
的
土
器
様
式
」
の
創
出
を
官
人
層
の
出
現
に
み
な
が
ら
、
そ
の
転
換
を
官
人
と
は
直
接
関

係
の
な
い
イ
ン
フ
レ
の
進
行
や
工
人
の
自
立
化
に
求
め
た
こ
と
は
、
一
貫
性
を
欠
く
議
論
で
あ
っ
た
と
の
批
判
も
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、

緑
粕
陶
器
の
出
現
を
平
安
初
期
の
儀
礼
整
備
や
唐
風
化
と
い
っ
た
宮
廷
社
会
内
部
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
高
橋
照
彦
の
論
考
が
、
西
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

提
起
を
正
面
か
ら
捉
え
直
し
た
分
析
と
し
て
、
研
究
史
上
の
重
要
な
位
置
に
あ
る
も
の
と
考
え
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
浅
香
と
西
の
研
究
は
、
〈
土
器
〉
の
変
容
に
関
わ
る
研
究
の
対
照
的
な
二
つ
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
。
も
っ
と
も
両
者
は
弁
別
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し
う
る
立
場
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
視
角
で
あ
ろ
う
が
、
研
究
動
向
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
後
者
の
よ
う
な
需
要
・
使
用
に

関
す
る
分
析
が
相
対
的
に
立
ち
後
れ
て
い
る
観
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
宮
廷
社
会
に
お
け
る
〈
土
器
〉
の
使
用
と
い
う
観
点
か
ら
、

前
述
の
〈
土
器
〉
の
変
容
を
跡
づ
け
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
上
記
の
ご
と
き
研
究
の
不
十
分
さ
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
一
方
で
、

中
央
集
権
的
な
国
家
形
態
に
お
い
て
は
、
在
地
社
会
の
動
向
は
宮
廷
の
意
向
・
趣
向
に
左
右
さ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
な
ら
ば
、
前
者
の
ご
と
き
生

産
技
術
や
流
通
と
い
っ
た
社
会
経
済
史
的
な
様
相
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
前
提
に
存
在
す
る
宮
廷
社
会
、
ひ
い
て
は
そ
の
中
枢
に
位
置

す
る
儀
礼
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
必
要
不
可
欠
な
視
座
に
な
る
と
予
測
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。

平安時代宮廷社会の〈土器〉（吉江）

①
出
土
遺
物
と
し
て
の
土
器
が
焼
き
物
総
体
を
示
す
の
に
対
し
、
史
料
上
に
み
え

　
る
土
器
が
土
師
器
を
指
す
事
例
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
焼
き
物
と
し
て

　
の
土
器
を
〈
土
器
〉
と
表
記
し
て
史
料
用
語
の
土
器
と
区
別
す
る
。

②
浅
香
年
木
門
平
安
期
の
窯
業
生
産
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
B
本
古
代
手
工
業
史

　
の
研
究
臨
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
）
、
西
弘
海
「
土
器
様
式
の
成
立
と

　
そ
の
背
景
」
（
西
弘
海
選
稿
集
刊
行
会
編
凹
土
器
様
式
の
成
立
と
そ
の
背
凧
濫
真

　
陽
社
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
八
二
年
）
。

③
　
近
年
の
古
尾
谷
法
言
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
考
察
を
整
理
し
た
う

　
え
で
、
調
お
よ
び
そ
れ
と
連
動
し
た
交
易
が
調
達
の
主
流
だ
っ
た
須
恵
器
と
、
交

　
易
が
主
流
の
土
師
器
と
の
甲
屋
が
あ
る
こ
と
を
、
奈
良
時
代
初
め
に
遡
ら
せ
て
指

　
乱
す
る
。
古
尾
谷
身
為
門
文
献
史
料
か
ら
み
た
古
代
に
お
け
る
土
器
の
生
産
・
流

　
通
」
（
義
江
彰
夫
編
魍
古
代
中
世
の
社
会
変
動
と
宗
教
庄
内
州
弘
文
館
、
二
〇
〇

　
六
年
）
。

④
戸
田
芳
実
「
山
野
の
貴
族
的
領
有
と
申
世
初
期
の
村
落
」
（
『
日
本
領
主
制
成
立

　
史
の
研
究
輪
岩
波
書
店
、
　
一
九
六
八
年
、
初
出
一
九
六
＝
ヰ
）
、
網
野
善
彦
「
荘

　
圏
史
の
視
角
」
（
糊
講
座
日
本
荘
園
史
1
　
荘
園
入
門
臨
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
八
九

　
年
）
な
ど
。

⑤
「
律
令
的
土
器
様
式
」
に
つ
い
て
は
高
橋
照
彦
の
批
判
が
存
在
す
る
。
高
橋
の

　
議
論
は
、
主
と
し
て
広
範
な
地
域
に
お
よ
ぶ
門
様
式
」
の
斉
一
性
を
疑
問
視
し
た

　
も
の
で
あ
り
、
適
切
な
批
判
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
し
か
し
、
臼
常
的
な
食
事
を

　
含
む
宮
廷
社
会
の
饗
宴
儀
礼
こ
そ
が
、
律
令
国
家
を
成
立
さ
せ
る
上
で
の
基
盤
に

　
位
置
し
た
と
の
認
識
に
立
つ
な
ら
ば
、
都
城
に
限
定
さ
れ
た
「
土
器
様
式
」
で
あ

　
っ
て
も
、
門
律
令
的
」
と
冠
し
た
と
こ
ろ
で
問
題
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
意

　
識
的
に
避
け
る
こ
と
で
、
中
央
集
権
国
家
に
お
け
る
宮
廷
社
会
の
位
置
づ
け
を
、

　
過
小
に
評
価
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
も
の
と
危
惧
す
る
。
「
律
令
的
扁

　
と
い
う
語
に
再
考
を
早
る
高
橋
の
批
判
は
、
や
や
も
す
れ
ば
「
律
令
体
制
」
な
る

　
概
念
の
是
非
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
性
急
過
ぎ
る
議
論
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
高
橋
照
彦
「
「
律
令
的
土
器
様
式
」
再
考
」
（
森
黒
門
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行

　
会
編
『
瓦
衣
千
年
盛
～
九
九
九
年
）
。

⑥
高
橋
照
彦
門
平
安
初
期
に
お
け
る
鉛
馳
陶
器
生
薩
の
変
質
」
（
『
史
林
駄
七
七
一

　
⊥
ハ
、
　
一
九
九
四
［
年
）
。
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一
　
富
廷
に
お
け
る
饗
宴
儀
礼
の
二
類
型

4　（792）

　
豊
楽
院
を
儀
場
と
す
る
国
家
的
な
饗
宴
儀
礼
が
後
退
し
、
饗
宴
の
主
体
が
内
裏
内
へ
と
移
行
し
た
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
、
そ
の
頂
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

位
置
し
た
の
は
紫
雲
殿
で
開
催
さ
れ
た
節
会
と
旬
儀
で
あ
っ
た
。
節
会
と
旬
儀
と
は
、
天
皇
出
御
の
も
と
公
卿
が
参
入
し
て
饗
撰
が
設
け
ら
れ

る
点
で
共
通
す
る
も
の
の
、
天
皇
の
出
御
形
態
や
公
卿
の
座
の
配
置
な
ど
基
本
的
様
相
を
異
に
し
、
そ
れ
は
臨
時
的
で
壮
麗
な
節
会
と
日
常
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
政
務
に
付
随
す
る
旬
儀
と
の
本
質
的
な
差
異
に
起
因
す
る
。
食
膳
具
に
つ
い
て
も
相
違
が
窺
え
、
天
皇
が
銀
器
を
用
い
た
点
は
等
し
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

饗
饅
に
預
か
る
公
卿
の
場
合
は
、
節
会
で
は
朱
器
、
薄
儀
で
は
土
器
と
い
う
よ
う
に
、
異
な
る
種
類
の
器
を
使
用
し
た
。
宮
廷
社
会
に
お
け
る

〈
土
器
〉
の
様
相
を
分
析
す
る
に
際
し
て
は
、
使
用
さ
れ
た
食
膳
具
が
明
確
な
節
会
と
旬
儀
の
性
格
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
が
重
要
に
な
る

と
推
測
さ
れ
、
儀
礼
形
態
か
ら
窺
え
る
両
者
の
特
質
を
あ
ら
た
め
て
整
理
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き
い
ん

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
配
膳
を
担
当
し
た
官
司
・
官
人
の
様
相
で
あ
る
。
節
会
で
は
、
内
弁
の
「
侍
座
」
と
の
言
葉
に
従
っ
て
公
卿
が
参

入
し
、
大
膳
職
・
大
炊
寮
が
朱
器
を
用
い
て
食
事
を
供
し
、
造
酒
司
が
朱
器
の
盃
で
酒
を
催
す
。
こ
こ
か
ら
は
節
会
の
特
徴
が
律
令
官
司
の
関

与
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
彼
ら
に
対
し
て
配
膳
を
促
す
ご
と
き
命
が
だ
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
参
入
し
た
公
卿
か
ら
み
る
と
、
な
か
ば
自
動
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
の
た
ま

に
供
膳
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
｝
方
、
旬
儀
に
お
い
て
は
、
出
居
次
将
の
「
御
飯
給
へ
」
と
の
指
示
の
後
、
内
豊
が
進
物
所
か
ら
索
餅
な
ど
の

下
物
を
受
け
て
公
卿
へ
授
け
、
酒
番
侍
従
が
造
酒
司
の
準
備
し
た
酒
を
土
器
の
盃
を
使
っ
て
勧
め
る
。
内
竪
は
南
廟
西
第
｝
聞
で
「
朱
細
土
」

（
荏
下
階
）
を
用
い
て
下
物
を
受
け
、
日
華
門
外
に
戻
っ
て
分
け
盛
っ
た
後
に
公
卿
の
も
と
へ
持
参
す
る
の
で
あ
る
が
、
公
卿
が
使
用
し
た
四

種
の
狙
が
土
器
だ
っ
た
こ
と
に
照
ら
す
と
、
内
竪
が
分
け
盛
っ
た
器
も
土
器
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
受
盃
役
と
な
る
酒
番
侍
従
に
関
し
て
は
、

次
侍
従
と
と
も
に
番
を
な
し
て
天
皇
に
仕
え
た
こ
と
が
『
延
喜
式
』
中
務
省
の
記
載
か
ら
窺
え
、
節
会
と
は
異
な
る
旬
儀
の
特
質
を
、
出
居
次

将
・
酒
番
侍
従
と
い
っ
た
侍
従
的
な
組
織
に
よ
る
供
膳
に
み
い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
宮
廷
儀
礼
一
般
に
お
い
て
、
官
人
が
天
皇
か
ら
酒
盃
を
給
わ
っ
た
場
合
に
は
、
酒
を
銀
盃
か
ら
土
器
に
差
し
て
飲
む
の
が
通
例
で
、
飲
酒
後



平安時代宮廷社会の〈±器〉（吉江）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
庭
中
に
降
り
て
拝
舞
を
お
こ
な
っ
た
。
上
気
で
下
物
が
朱
器
の
下
器
か
ら
分
け
盛
ら
れ
る
こ
と
や
、
土
器
の
酒
盃
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
、

こ
の
よ
う
な
土
器
の
盃
に
馴
し
て
飲
む
所
作
と
類
似
の
意
味
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
。
『
古
事
談
』
巻
二
に
は
、
「
旬
紫
雲
黒
革
寄
也
。
主
上
御
ヲ

ロ
シ
ヲ
次
第
取
下
之
故
、
用
二
酉
貝
一
也
。
尋
常
節
会
ニ
ハ
、
依
レ
無
；
取
下
秘
儀
ハ
以
レ
箸
可
二
引
二
一
早
言
愚
存
」
と
の
言
説
が
載
る
。
こ
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
匙
〕

解
を
ど
れ
ほ
ど
｝
般
化
で
き
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
が
、
旬
儀
に
お
け
る
「
御
ヲ
ロ
シ
」
の
存
在
と
「
浄
貝
」
な
る
清
浄
な
食
器
と
を

結
び
つ
け
る
点
は
注
目
さ
れ
、
「
清
し
と
見
ゆ
る
も
の
」
と
し
て
「
土
器
」
を
掲
げ
る
『
枕
草
子
』
の
著
名
な
史
料
も
、
こ
う
し
た
理
解
に
通

熾
す
る
意
識
か
も
し
れ
な
い
。
食
膳
具
の
違
い
の
背
景
に
は
、
律
令
官
司
に
よ
っ
て
自
動
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
節
会
と
、
侍
従
的
な
組
織
を
通

じ
て
配
膳
さ
れ
た
食
事
を
天
皇
か
ら
の
下
物
と
認
識
し
、
清
浄
な
食
器
を
用
い
る
べ
き
と
理
解
さ
れ
た
旬
儀
と
の
、
観
念
的
な
相
違
が
あ
っ
た

も
の
と
理
解
す
る
。

　
一
方
で
、
公
卿
に
と
っ
て
そ
れ
以
上
に
直
接
的
で
か
つ
関
心
が
高
か
っ
た
差
異
は
、
勧
盃
に
お
け
る
作
法
の
違
い
で
あ
っ
た
。
旬
儀
に
お
け

る
勧
盃
の
作
法
は
、
＝
献
之
者
唱
レ
平
。
大
臣
指
。
思
者
脆
飲
、
盆
立
唱
レ
平
。
大
臣
執
レ
盃
飲
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
や
、
「
先
例
呼
レ
平
勧
レ
盤
。

貫
首
人
平
。
勧
者
脆
、
起
旭
蟹
レ
平
勧
」
と
か
、
「
執
二
土
器
一
参
上
、
入
レ
主
唱
レ
平
。
予
小
弓
。
脆
傾
、
又
応
唱
レ
平
。
薄
曇
傾
返
レ
盃
。
次
第
唱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

レ
平
及
二
出
居
こ
と
の
記
載
か
ら
、
勧
盃
者
で
あ
る
酒
番
侍
従
の
下
平
↓
公
卿
の
揖
↓
酒
番
侍
従
の
飲
酒
・
唱
平
↓
公
卿
の
飲
酒
、
と
い
う
形

で
な
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
他
方
、
節
会
に
お
け
る
勧
盃
作
法
は
と
い
う
と
、
旬
儀
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
も
の
の
、
勲
業
と
同
様
な
所
作
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
飲
〕

つ
た
こ
と
が
判
明
す
る
朔
旦
冬
至
に
際
し
て
、
「
先
例
、
勧
盃
侍
従
唱
レ
平
献
。
第
一
人
相
揖
。
寒
湿
飯
、
夢
更
起
唱
レ
平
舘
レ
之
。
而
無
二
其
事
訥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

宛
如
二
節
会
殉
失
也
」
と
の
記
述
が
み
え
、
こ
こ
で
い
う
「
油
画
篇
其
事
↓
宛
如
一
撫
即
会
」
と
は
、
節
会
に
お
い
て
も
造
酒
司
の
豊
平
が
儀
式
書

で
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
唱
平
の
有
無
と
は
関
係
な
い
所
作
、
す
な
わ
ち
勧
盃
者
の
飲
酒
が
な
か
っ
た
た
め
に
節
会
の
ご
と
き
儀
礼

形
態
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
節
会
の
勧
盃
に
関
し
て
具
体
的
な
記
載
が
少
な
い
の
も
、
旬
儀
に
比
し
て
関
心
が
薄

か
っ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
造
酒
司
の
唱
平
↓
公
卿
の
飲
酒
、
と
い
う
単
純
な
所
作
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。

　
直
営
の
作
法
上
の
相
違
は
儀
礼
の
　
部
分
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
些
末
な
問
題
と
も
映
り
や
す
い
。
し
か
し
、
公
卿
の
立
場
か
ら
み
る
な
ら
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ば
、
そ
れ
は
見
過
ご
し
が
た
い
相
違
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
造
酒
司
か
ら
給
わ
っ
た
酒
を
単
純
に
飲
む
だ
け
の
節
会
に
対
し
、
旬
儀
で
は
自
ら

が
飲
む
前
に
勧
盃
者
で
あ
る
酒
番
侍
従
へ
飲
酒
を
促
す
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
そ
の
差
異
を
十
分
に
承
知
し
て

お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
勧
講
者
に
飲
酒
を
促
す
こ
と
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
明
確
に
は
示
し
が
た
い
が
、
被
勧
講
者
の
勧
盃
者
に
対
す
る
謙
譲

や
遠
慮
の
表
現
を
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
の
重
石
旬
に
お
い
て
は
、
酒
番
侍
従

が
持
参
し
た
盃
が
「
節
会
酒
盃
」
で
あ
る
の
を
み
た
摂
政
藤
原
道
長
が
、
「
献
レ
盃
者
非
レ
可
レ
飲
レ
酒
。
聖
母
日
用
二
土
器
門
島
飲
」
と
上
卿
藤
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

青
光
に
示
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
、
勧
覇
者
の
飲
酒
が
土
器
使
用
と
不
可
分
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
勧
盃
者
の
飲
酒
の
有
無
は
食
膳
具
の

相
違
と
も
連
動
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
れ
ば
、
勧
盃
の
作
法
の
相
違
を
些
末
と
み
る
の
は
適
当
で
は
な
く
、
む
し
ろ
儀
礼
全
体
に

通
底
す
る
よ
う
な
節
会
と
旬
儀
の
本
質
的
な
性
格
の
差
異
を
示
す
所
作
と
し
て
評
価
す
る
の
が
よ
い
と
考
え
る
。

　
勧
盃
作
法
か
ら
み
た
節
会
と
旬
儀
の
あ
り
方
は
、
様
々
な
儀
礼
の
な
か
で
一
驚
及
が
な
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
『
北
山
抄
』
巻
一
、
二
宮
大
饗
事

は
「
於
二
小
門
前
石
階
壇
上
［
取
レ
盃
、
二
人
相
対
酌
レ
酒
唱
レ
平
擬
。
把
人
揖
レ
之
。
突
目
左
腕
一
飲
了
、
起
又
酌
レ
即
下
レ
平
。
次
々
唱
レ
平
行
レ
之
、

如
二
男
儀
一
也
」
と
記
し
、
『
北
山
抄
瞼
巻
一
、
釈
奨
事
で
も
「
所
司
設
二
百
度
食
司
毛
蚕
百
造
酒
正
以
下
相
酌
献
レ
盃
、
如
鋲
即
会
規
」
と
述
べ

⑨る
。
ま
た
、
寛
仁
三
年
（
一
〇
　
九
）
の
皇
飾
罫
元
服
儀
に
お
い
て
も
、
「
一
献
。
唱
レ
平
筆
二
節
会
4
但
彼
是
云
、
可
レ
用
罵
旬
儀
一
欺
者
。
専
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

臣
指
、
執
レ
盃
者
跳
飲
、
又
起
唱
レ
平
」
と
さ
れ
、
節
会
と
旬
儀
と
の
勧
盃
作
法
の
相
違
は
、
饗
宴
を
伴
う
種
々
の
儀
礼
の
基
準
と
さ
れ
た
。
な

か
に
は
節
会
型
の
勧
盃
作
法
と
旬
儀
型
の
所
作
と
を
組
み
合
わ
せ
た
儀
礼
も
存
在
し
、
仁
寿
殿
で
な
さ
れ
た
内
宴
で
は
、
「
初
献
、
内
蔵
頭
執

レ
盃
。
三
献
以
前
、
錨
鎖
節
会
儀
一
用
二
所
司
事
績
以
二
銅
三
猿
一
撮
レ
杓
。
四
献
以
後
、
公
卿
従
レ
上
身
盛
行
酒
。
其
儀
如
レ
旬
。
蓋
用
二
土
器
ハ
杓

畏
テ
這
「
三
献
以
上
侍
臣
行
嚢
畿
獅
題
（
露
）
羅
無
毒
乱
離
輔
蟹
罫
5
の
ご
と
ゆ
三
献
以
前
は
内
蔵

頭
・
侍
臣
が
飲
酒
せ
ず
に
造
酒
司
の
盃
を
用
い
て
酒
を
勧
め
、
四
献
以
後
は
公
卿
ど
う
し
が
土
器
の
盃
を
使
っ
て
飲
酒
し
な
が
ら
お
こ
な
っ
た

ら
し
く
、
儀
礼
途
中
で
の
節
会
型
か
ら
旬
儀
型
へ
と
作
法
の
変
更
が
窺
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
で
み
る
な
ら
ば
、
太
政
官
庁
を
盛
場
と
し
た
列
見
の
次
第
は
興
味
深
い
。
列
見
は
成
選
人
を
点
検
す
る
儀
礼
で
、
庁
で
の

6　（794）
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政
務
終
了
後
に
饗
宴
が
催
さ
れ
た
。
設
け
ら
れ
た
饗
僕
は
、
儀
場
や
座
の
配
置
を
異
に
す
る
三
種
類
か
ら
構
成
さ
れ
、
庁
か
ら
朝
所
へ
移
動
し

て
な
さ
れ
た
朝
所
饗
、
朝
所
か
ら
庁
へ
戻
り
催
さ
れ
る
庁
宴
、
庁
宴
の
延
長
線
上
の
穏
座
の
三
つ
が
存
在
し
た
。
定
論
も
同
様
の
三
種
の
儀
礼

を
有
し
て
お
り
、
大
学
寮
に
お
け
る
釈
璽
で
も
、
百
度
食
と
い
う
東
西
堂
で
の
儀
礼
を
挟
む
が
、
庁
で
な
さ
れ
る
寮
饗
が
列
見
の
朝
所
饗
に
対

応
し
、
野
饗
と
百
度
食
の
後
に
は
庁
で
宴
座
と
連
座
が
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
の
定
考
で
は
、
政
務
と
朝
所
饗
は
通

常
ど
お
り
な
さ
れ
た
も
の
の
、
庁
宴
と
害
草
が
「
今
年
殿
下
御
重
喪
之
中
、
女
院
又
如
レ
此
。
官
中
起
行
二
遊
興
事
｝
哉
」
と
の
理
由
で
停
止
さ

れ
、
そ
れ
は
「
有
レ
定
斎
レ
止
二
宴
・
穏
座
一
」
た
数
日
前
の
融
業
と
も
関
連
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
は
、
庁
宴
と
穏
座
は
遊
興
と
捉
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
政
務
に
付
随
す
る
朝
所
饗
と
は
明
確
に
区
別
し
う
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
管
見
に
お
け
る
勧
盃
は
い
か
な
る
形
態
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
朝
所
饗
で
は
、
勧
盃
者
が
上
卿
へ
酒
を
持
参
↓
上
卿
の
揖
に

従
い
勧
実
者
が
飲
酒
↓
勧
害
者
が
上
卿
へ
酒
盃
を
献
上
↓
上
卿
が
次
人
に
目
す
↓
次
人
が
上
卿
の
も
と
へ
進
む
↓
上
卿
が
飲
酒
し
て
次
人
へ
盃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
渡
す
、
と
い
っ
た
行
為
の
繰
り
返
し
で
酒
宴
が
進
ん
だ
。
盃
が
渡
る
巡
業
が
み
え
る
点
は
無
視
し
え
な
い
も
の
と
考
え
る
が
、
勧
盃
者
の
飲

酒
が
存
在
す
る
こ
と
は
旬
儀
の
作
法
と
等
し
い
。
こ
れ
に
対
し
て
当
無
で
は
、
銀
盃
者
が
酒
を
盃
に
入
れ
て
唱
平
↓
上
卿
が
飲
酒
↓
響
岩
者
が

次
人
へ
酒
を
勧
め
る
、
と
い
う
よ
う
に
勧
盃
者
の
飲
酒
が
介
在
し
な
い
。
ま
た
、
盃
は
予
め
参
加
者
の
前
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
次
人
以
下
へ

の
伝
盃
の
必
要
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
穏
座
に
お
け
る
作
法
は
明
瞭
で
は
な
い
も
の
の
、
盃
の
鷺
流
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
推
す
と
、
朝
所
饗

と
同
じ
く
勧
盃
者
の
飲
酒
が
存
在
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　
用
い
ら
れ
る
盃
も
朝
所
饗
と
庁
宴
と
で
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
朝
所
饗
で
使
用
さ
れ
る
盃
は
、
三
献
以
前
が
様
器
、
四
三
以
後
が
土

器
だ
っ
た
の
に
対
し
、
庁
宴
は
『
西
宮
記
』
に
「
参
議
以
上
大
盤
中
居
二
白
銅
壼
・
盃
弔
弁
・
少
納
言
座
用
二
朱
漆
魂
外
記
・
史
座
用
二
黒
盃
ゆ

以
上
包
有
レ
壺
」
と
さ
れ
、
『
知
信
記
』
天
承
二
年
（
二
三
二
）
三
月
二
六
日
条
で
は
「
朱
器
盃
」
を
使
用
し
た
と
記
す
。
様
器
な
る
食
膳
具

に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
土
器
が
使
用
さ
れ
て
勧
話
者
の
飲
酒
が
あ
る
点
で
朝
所
饗
を
旬
儀
型
に
、
白
銅
盃
や
朱
捨
盃

な
ど
が
用
い
ら
れ
て
勧
愚
者
の
飲
酒
が
な
い
と
い
う
点
か
ら
は
庁
宴
を
節
会
型
に
、
そ
れ
ぞ
れ
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
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述
の
よ
う
に
庁
宴
が
遊
興
と
認
識
さ
れ
、
朝
所
饗
が
政
務
と
一
体
で
あ
る
と
い
う
相
違
は
、
節
会
と
旬
儀
と
の
性
格
の
相
違
に
も
対
応
す
る

も
の
で
あ
り
、
食
膳
具
と
勧
盃
作
法
と
に
基
づ
く
節
会
型
と
旬
儀
型
と
の
違
い
は
、
饗
宴
儀
礼
の
本
質
的
な
差
異
と
不
可
分
な
要
素
と
し
て

一
般
化
し
う
る
も
の
と
考
え
る
。

　
先
行
研
究
を
み
る
な
ら
ば
、
高
位
者
が
用
い
た
朱
器
に
対
し
て
土
器
は
そ
れ
よ
り
も
低
い
地
位
の
人
が
使
用
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
食
膳

具
の
利
用
形
態
を
身
分
差
に
還
元
す
る
こ
と
が
多
い
。
「
新
嘗
会
貰
食
料
金
二
前
件
幻
其
雑
器
、
親
王
已
下
三
位
已
上
朱
漆
、
四
位
已
下
五
位

已
上
鳥
長
井
土
器
」
と
の
繭
延
喜
式
』
大
膳
職
上
の
記
載
か
ら
は
、
こ
う
し
た
側
面
も
否
定
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
儀
礼
全

体
を
み
る
な
ら
ば
、
身
分
差
・
階
層
差
は
節
会
型
・
旬
儀
型
の
範
購
に
お
け
る
差
異
と
し
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
常
的
な
場
面
で
は
土

器
が
使
用
さ
れ
、
遊
興
的
な
儀
礼
で
は
土
器
以
外
の
食
膳
旦
ハ
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
上
述
の
基
本
的
な
傾
向
は
、
身
分
差
よ
り
も
上
位
に
存

在
し
た
概
念
と
考
え
る
。
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①
　
こ
こ
で
い
う
旬
儀
と
は
具
体
的
に
は
旬
宴
を
指
す
が
、
旬
宴
と
表
記
す
る
こ
と
で
宴

　
が
政
務
と
別
に
存
在
す
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
か
ね
ず
、
本
稿
で
は
旬
儀
と
し
て

　
論
じ
て
い
き
た
い
。

②
拙
稿
「
律
令
天
皇
制
儀
礼
の
基
礎
的
構
造
－
商
御
座
に
関
す
る
考
察
か
ら
i
」

　
（
『
史
学
雑
誌
㎞
一
一
二
一
三
、
二
〇
〇
三
年
置
。

③
儀
式
次
第
に
つ
い
て
は
『
西
宮
記
幽
州
北
山
抄
戸
田
江
家
次
第
睡
な
ど
の
儀
式
轡
を
適

　
宜
参
照
し
、
以
下
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く
場
合
に
は
、
煩
雑
と
な
る
こ
と
を
避
け
て
基
本

　
的
に
典
拠
を
記
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
逓
常
、
銀
器
を
使
用
す
る
天
皇
の
場
合

　
で
も
、
御
厨
子
所
に
よ
る
首
鼠
は
土
器
を
用
い
て
供
せ
ら
れ
た
。

④
『
西
宮
記
㎞
臨
時
四
、
古
座
事
な
ど
。

⑤
『
小
右
記
軸
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
一
〇
月
一
日
条
、
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
四

　
月
一
日
課
、
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
四
月
一
日
条
。

⑥
門
唱
平
」
の
具
体
的
な
所
作
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
建
武
年
中
行
事
騙
元

　
日
節
会
が
「
平
を
と
な
へ
て
を
の
く
す
・
む
る
也
」
と
訓
じ
て
お
り
、
ま
た

　
『
江
次
第
抄
』
巻
一
、
元
日
宴
会
が
「
愚
案
、
芸
者
称
レ
寿
之
意
鳳
」
と
記
し
て

　
い
る
。
な
お
、
『
江
家
次
第
』
巻
一
九
、
臨
時
競
馬
事
、
長
和
一
二
年
（
一
〇
一

　
四
）
土
御
門
殿
競
馬
次
第
に
「
此
問
随
二
勝
負
肝
行
二
罰
酒
㊨
勝
方
近
衛
次
将
勧
レ
盃
。

　
用
二
造
酒
司
酒
ゆ
働
呼
レ
平
虫
レ
常
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
唱
平
の
所
作
は

　
造
酒
司
の
酒
の
使
用
と
対
応
す
る
よ
う
で
あ
る
。

⑦
『
小
右
記
無
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
二
月
一
日
条
。

⑧
『
御
堂
関
白
記
輪
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
七
月
一
六
日
条
。

⑨
『
吉
記
隔
寿
永
二
年
（
＝
八
三
）
二
月
二
日
条
が
記
す
釈
奨
百
度
食
に
お
い

　
て
も
、
「
造
酒
司
勧
レ
之
。
奥
端
二
行
。
唱
レ
平
如
二
節
会
こ
と
あ
る
。

⑩
魍
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
八
旦
天
日
条
。

⑪
噸
北
山
抄
睡
巻
葉
、
内
宴
事
、
噸
小
右
記
』
三
豊
四
年
（
九
九
三
）
正
月
二
二

　
酒
蒸
。



⑫
鯛
友
経
記
睡
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
塁
壁
二
日
条
。
な
お
、
こ
の
時
の
釈

　
奨
で
は
百
度
食
も
停
止
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
明
同
晒
八
月
五
日
条
は
、

　
門
宴
・
穏
座
依
二
故
殿
御
事
一
振
レ
停
駄
。
華
箋
二
百
度
座
一
事
、
是
非
二
先
例
噸
上
卿

　
失
錯
所
レ
被
レ
行
」
と
記
す
。

⑬
三
流
は
酒
宴
で
多
く
み
ら
れ
る
所
作
で
あ
る
が
、
被
勧
只
者
（
腱
尊
者
）
が
次

　
入
へ
盃
を
放
し
た
と
こ
ろ
で
勧
盃
者
が
復
座
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
勧
盃
者

　
に
よ
っ
て
直
接
酒
を
勧
め
ら
れ
る
立
場
の
人
と
次
入
以
下
と
の
差
を
明
確
に
し
、

加
え
て
、
盃
を
流
す
上
位
者
と
盃
を
渡
さ
れ
る
下
位
者
と
の
恩
恵
的
な
関
係
を
象

徴
的
に
表
現
す
る
も
の
だ
っ
た
と
推
測
す
る
。
な
お
、
朝
所
饗
に
対
応
す
る
釈
婁

の
母
堂
で
は
・
「
漂
白
如
正
壮
齢
唱
レ
平
・
余
揖
而
不
総
猶
勧
レ
盃
・
示
二
気

負
令
聴
次
唱
勧
・
鍍
レ
誌
馳
と
い
う
よ
う
に
・
康
平
の
存
在
に
よ
っ
て

朝
所
饗
と
比
較
し
て
も
よ
り
旬
儀
に
近
い
作
法
と
な
っ
た
。
魍
小
右
記
』
覧
弘
八

年
（
～
〇
一
～
）
八
月
～
六
日
条
。

二
　
旬
儀
型
の
饗
宴
儀
礼
と
様
器

平安時代宮廷社会の〈±器〉（吉江）

　
前
述
の
ご
と
く
、
宮
廷
に
お
け
る
饗
宴
儀
礼
は
、
勧
盃
者
の
飲
酒
が
伴
い
土
器
を
用
い
る
難
儀
型
と
、
塁
砦
者
が
飲
酒
せ
ず
、
里
桜
な
ど
土

器
以
外
の
器
を
用
い
る
節
会
型
の
二
つ
に
大
別
し
う
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
平
安
時
代
の
史
料
を
通
覧
す
る
な
ら
ば
、
旬
儀
型
の
饗
宴
儀
礼

の
事
例
の
方
が
節
会
型
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
く
、
宮
中
か
ら
貴
族
の
邸
宅
に
い
た
る
ま
で
広
く
お
こ
な
わ
れ
た
と
推
察
す
る
こ
と
は
た
や
す

い
。
ま
た
、
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
黒
雲
型
の
朝
所
饗
に
お
い
て
は
、
三
献
以
前
で
翼
翼
の
盃
を
、
四
献
以
降
は
土
器
を
使
用
し
た
。
儀
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

途
中
に
お
け
る
様
器
か
ら
土
器
へ
の
変
更
は
、
饗
宴
儀
礼
の
う
ち
で
最
も
研
究
の
蓄
積
が
厚
い
大
臣
大
饗
で
も
同
様
で
、
中
宮
大
饗
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
、
三
献
以
前
の
様
相
は
明
確
で
は
な
い
が
、
四
献
か
ら
土
器
の
盃
へ
改
め
た
事
例
が
存
在
す
る
。
確
た
る
証
拠
は
な
い
も
の
の
、
平
安
時
代

に
広
く
催
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
旬
儀
型
の
饗
宴
儀
礼
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
様
器
か
ら
土
器
へ
の
変
更
が
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
一
〇
世
紀
以
降
の
史
料
に
散
見
す
る
専
心
に
つ
い
て
は
高
橋
照
彦
の
詳
細
な
分
析
が
存
在
す
る
。
高
橋
は
、
『
執
政
所
抄
隔
に
「
栗
栖
野
鼠

器
」
と
あ
る
こ
と
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
上
の
「
か
く
墨
つ
き
て
汚
な
げ
な
る
は
伝
へ
じ
。
こ
れ
こ
そ
白
け
れ
、
と
て
御
机
な
る
万
富
を
取

り
か
へ
て
」
と
い
う
記
述
や
、
『
江
家
次
第
匝
巻
一
七
、
東
宮
御
元
服
の
「
用
二
様
器
殉
皆
無
」
と
の
記
載
か
ら
、
白
く
綺
麗
な
器
と
予
想
さ
れ

る
こ
と
、
な
ど
を
根
拠
と
し
、
様
器
を
栗
栖
野
で
焼
成
さ
れ
た
可
能
性
の
高
い
白
色
土
器
に
比
定
し
た
。
概
ね
首
肯
し
う
る
見
解
と
考
え
る
が
、
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様
器
の
語
麺
や
特
殊
例
と
し
た
漂
逸
物
誕
宿
木
の
鎮
の
鶏
し
な
ど
・
検
討
す
べ
き
余
地
は
な
お
残
っ
て
い
る
・

　
様
器
が
異
な
る
名
称
で
呼
ば
れ
た
と
解
し
う
る
事
例
は
管
見
の
限
り
二
例
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
八
月
五
日
越
お
こ

な
わ
れ
た
皇
太
子
憲
平
親
王
百
日
儀
に
関
す
る
史
料
で
、
こ
の
日
の
次
第
を
記
す
『
吏
部
王
記
』
に
よ
れ
ば
、
「
東
宮
供
二
進
百
日
餅
刈
以
二
尋

常
上
膳
大
盤
一
供
二
院
菓
子
・
木
菓
子
・
餅
・
干
物
各
八
種
⑩
盛
二
様
器
花
盤
一
」
の
ご
と
く
、
唐
菓
子
以
下
を
盛
っ
た
器
は
「
様
器
量
盤
」
と
さ

れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
同
日
の
『
九
暦
』
で
は
、
「
留
日
、
儲
宮
降
誕
之
後
当
一
百
日
↓
依
　
世
俗
例
一
封
二
六
御
膳
↓
心
外
鞠
儲
鰍
港
置
衝
審
鵬
民
鍋

器
劃
組
難
確
喉
欝
碁
器
r
匙
鰭
壮
年
」
と
、
唐
菓
子
以
下
を
「
銀
平
盤
」
に
盛
っ
た
と
記
す
。
両
者
を
比
較
す
れ
ば
「
様
器
花
盤
」
が
「
銀
平

　
〔
木
〕

盤
」
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
、
な
お
か
つ
四
種
な
ど
の
「
銀
器
」
と
区
別
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
読
み
取
れ
よ
う
。

　
も
う
一
点
は
、
藤
原
道
長
の
任
摂
政
大
饗
に
お
い
て
、
そ
の
先
例
と
さ
れ
た
道
長
の
父
兼
家
の
事
例
で
あ
る
。
藤
原
実
資
の
指
摘
に
従
う
形

で
庇
饗
で
の
濫
行
を
決
め
た
道
長
は
、
「
但
用
三
密
饗
一
者
、
不
レ
可
レ
用
一
朱
黒
↓
故
殿
未
レ
度
二
朱
器
【
之
問
、
被
レ
行
二
庇
饗
一
権
二
様
器
一
欺
。
以
二

朱
器
一
用
二
大
饗
｝
之
人
、
用
二
様
器
［
如
何
。
欲
レ
見
下
貞
信
百
重
二
曲
太
政
大
臣
一
之
日
記
と
と
実
資
に
述
べ
る
の
で
あ
り
、
道
長
は
兼
家
が
「
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

器
」
を
使
用
し
た
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
里
家
の
先
例
に
該
当
す
る
と
推
測
さ
れ
る
寛
和
三
年
（
九
八
七
）
の
臨
時
客

に
つ
い
て
は
、
マ
天
界
公
卿
前
肇
折
敷
高
論
纏
糠
無
用
墾
器
形
こ
と
碧
記
』
が
述
べ
て
お
⑫
道
長
が
述
べ
・
「
様
器
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
贋
力
〕

と
は
、
『
小
右
記
』
が
記
す
「
銀
土
器
形
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
様
器
を
他
の
名
称
で
示
し
た
と
推
定
し
う
る
の
は
以
上
の
二
例
の
み
だ
が
、
道
長
が
様
器
と
同
一
と
み
た
「
銀
土
器
形
」
に
つ
い
て
は
、

「
銀
盃
阯
器
」
「
土
器
形
」
「
銀
土
器
」
「
銀
土
器
代
」
「
銀
土
器
様
器
」
な
ど
類
似
の
呼
称
を
抽
出
で
き
、
す
べ
て
同
一
の
も
の
を
指
す
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
の
藤
花
宴
が
あ
り
、
『
西
宮
記
』
は
「
御
意
、

四
種
・
生
物
・
干
物
・
窪
杯
、
以
レ
銀
作
二
土
器
総
説
甥
鑛
穿
供
了
」
と
述
べ
、
『
花
鳥
余
情
』
二
七
、
寄
生
は
同
じ
こ
と
を
「
型
置
土
器
様
銀

器
　
供
二
陣
肴
・
薄
畳
こ
と
す
る
。
さ
ら
に
、
欄
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
二
年
（
｝
〇
一
八
）
九
月
一
八
日
条
に
は
「
如
二
春
日
器
一
以
レ
銀
作
レ
之
」

な
る
表
現
が
あ
り
、
春
B
器
が
春
日
土
器
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
『
西
宮
記
』
の
記
載
と
類
似
す
る
と
い
え
よ
う
。
憲
平
親
王
百
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日
儀
に
お
け
る
「
様
器
常
盤
」
が
「
銀
平
盤
」
と
同
じ
も
の
を
指
し
、
兼
家
が
用
い
た
「
銀
土
器
形
」
が
「
様
器
」
と
一
致
す
る
こ
と
、
そ
し

て
『
西
宮
記
』
や
『
御
堂
関
白
記
』
な
ど
の
具
体
的
な
記
述
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
様
器
の
語
義
は
も
は
や
明
自
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す

な
わ
ち
様
器
と
は
、
「
銀
を
用
い
て
土
器
の
形
（
様
・
代
）
に
作
っ
た
器
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
銀
土
器
様
器
（
銀
ノ
土
器
様
ノ

器
）
」
や
「
土
器
様
銀
器
（
土
器
様
ノ
銀
ノ
器
ご
な
ど
と
も
表
現
さ
れ
た
が
、
略
さ
れ
て
「
様
器
」
な
る
名
称
に
固
定
し
た
と
み
る
の
が
よ
か
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
「
銀
の
様
式
」
も
特
殊
例
と
せ
ず
に
解
釈
で
き
、
ま
た
、
銀
土
器
形
お
よ
び
そ
れ
と
類
似
の
呼
称
が
＝

世
紀
中
葉
以
降
に
み
え
な
く
な
る
こ
と
か
ら
は
、
様
器
な
る
名
称
の
定
着
は
そ
の
時
期
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
重
器
の
語
義
に
関
す
る
筆
者
の
理
解
は
以
上
の
と
お
り
だ
が
、
こ
れ
が
妥
当
な
ら
ば
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
「
銀
を
用
い
て
土
器
の
形

（
様
・
代
）
に
作
る
」
と
い
う
こ
と
が
示
す
具
体
的
な
内
容
で
あ
る
。
伊
野
五
爵
は
、
先
の
「
以
レ
銀
作
二
土
器
代
殉
勤
旗
注
こ
と
の
記
載
か
ら
、

「
銀
器
に
黄
土
を
塗
り
土
器
代
と
し
て
雅
を
楽
し
ん
だ
」
と
し
、
別
に
「
如
二
春
日
器
一
介
レ
銀
作
レ
之
」
と
の
記
述
を
引
き
、
「
春
日
器
の
形
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

似
せ
た
銀
製
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
説
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
銀
製
の
器
と
捉
え
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
な
史
料
解
釈
と
も
思
わ
れ
る
が
、
子

細
に
み
れ
ば
い
ず
れ
の
解
釈
も
必
ず
し
も
不
動
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
前
者
で
あ
る
が
、
黄
土
が
建
築
物
や
調
度
品
の
装
飾
用
の
顔
料
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
土
器
代
」
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
は
み
ず
に
、
塗
布
す
る
こ
と
自
体
が
華
麗
な
器
の
演
出
と
理
解
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
以
二
黄
土
｝
塗
レ
之
」
な
る
割
書
は
、
「
土
器
代
」
の
必
要
条
件
を
示
し
た
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
土
器
代
」
に
黄
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
塗
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
時
特
有
の
事
例
を
記
し
た
と
解
す
る
こ
と
も
文
章
上
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
関
し
て
も
、
銀
器
が
様
々

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
器
種
か
ら
構
成
さ
れ
、
土
師
器
も
い
く
つ
か
の
演
練
が
存
在
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
土
器
の
銀
器
へ
の
模
倣
な
ら
ま
だ
し
も
、
銀
製
の
器

が
春
日
器
と
い
う
土
器
の
形
体
を
模
し
た
こ
と
が
一
見
し
て
認
め
う
る
も
の
だ
っ
た
か
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
認
識
で
き
た

と
し
て
も
、
模
倣
だ
け
で
銀
器
と
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
も
想
定
し
が
た
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
銀
土
器
形
を
銀
製
の
器
と
理
解
す
る
以
上
、
種
々
の
史
料
か
ら
確
認
し
う
る
よ
う
な
銀
土
器
形
と
銀
器
と
を
弁
別
せ
ね
ば

な
ら
な
い
必
然
性
を
み
い
だ
し
が
た
い
。
な
ら
ば
、
銀
製
以
外
の
可
能
性
を
も
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
土
器
形
に
し
て
も
、
幅
下
や
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色
合
い
の
模
倣
と
い
っ
た
枠
組
み
を
離
れ
、
「
土
器
ら
し
い
質
感
」
な
ど
、
よ
り
抽
象
的
な
側
面
を
考
慮
し
て
み
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
本
稿
で

は
、
様
器
や
白
色
土
器
に
関
し
て
高
橋
が
提
示
し
た
理
解
が
説
得
的
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
と
前
述
の
磁
器
の
語
義
と
を
整
合
的
に
理
解
し
た

い
と
の
立
場
か
ら
、
様
器
（
銀
土
器
形
）
を
「
銀
の
ご
と
き
色
の
素
材
を
用
い
て
、
土
の
器
ら
し
く
作
っ
た
器
」
と
解
釈
し
、
そ
う
す
る
こ
と

で
、
様
器
を
白
色
土
器
に
比
定
し
た
高
橋
の
見
解
を
継
承
し
た
い
と
思
う
。
い
く
ぶ
ん
拡
大
解
釈
の
嫌
い
が
あ
る
こ
と
も
十
分
承
知
し
て
は
い

る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
は
こ
れ
よ
り
も
適
切
な
理
解
を
提
示
し
が
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
点
は
、
様
器
が
「
土
器
淫
心
」
や
「
土
器
形
」
、
「
土
器
代
」
と
も
称
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

様
器
が
銀
器
や
有
畑
な
ど
で
は
な
く
、
土
器
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
器
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
念
こ
そ
が
、

五
器
の
盃
か
ら
土
器
の
盃
へ
の
変
更
を
可
能
に
し
た
理
由
と
思
わ
れ
、
翻
っ
て
み
れ
ば
、
様
器
は
土
器
を
使
用
す
る
儀
礼
を
壮
麗
に
演
出
す
る

た
め
に
案
出
さ
れ
た
、
装
飾
性
の
強
い
食
膳
具
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
る
。
大
臣
大
饗
に
お
け
る
四
献
時
の
盃
の
変
更
は
、
『
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
客
力
〕
　
〔
所
力
〕

家
次
第
』
巻
二
、
大
臣
家
大
饗
の
頭
書
が
「
三
献
盃
自
二
酒
部
所
一
献
レ
之
。
転
用
二
様
器
↓
四
献
以
後
自
二
上
充
料
理
等
｝
献
レ
之
。
運
用
二
土

器
こ
と
す
る
よ
う
に
、
三
献
終
了
後
に
本
来
酒
を
用
意
す
る
は
ず
の
酒
部
所
が
退
出
し
て
、
料
理
担
当
の
上
客
料
理
所
が
四
号
以
降
の
酒
を

　
　
　
　
⑫

設
け
た
点
や
、
四
青
目
か
ら
勧
盃
者
が
大
臣
や
家
司
と
い
っ
た
主
催
者
側
の
人
間
か
ら
参
加
公
卿
へ
移
っ
て
、
大
臣
自
身
も
飲
酒
に
参
加
す
る

こ
と
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
様
器
の
使
用
に
主
催
者
に
よ
る
装
飾
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
鳥
羽
天
皇
の
大

嘗
祭
に
お
い
て
、
小
安
殿
儀
の
二
種
が
「
公
卿
菊
鹿
素
麺
。
不
レ
用
二
様
器
｝
用
二
土
器
己
と
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
と
対
極
の
状
況
を
示
し
て
い

　
⑬

よ
う
。
他
に
も
、
賀
茂
祭
使
や
春
日
祭
使
の
出
立
儀
、
賭
弓
後
の
大
将
邸
で
の
還
饗
な
ど
、
貴
族
の
邸
宅
に
お
け
る
儀
礼
の
な
か
で
様
器
の
頻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

繁
な
使
用
を
確
認
で
き
、
こ
れ
ら
も
装
飾
と
い
う
主
催
者
側
の
意
図
で
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
東
宮
初
参
の
無
憂
に
際
し
て
は
、
幽
居
が
出
居
と
な
る
こ
と
で
朱
器
を
用
い
た
饗
宴
が
な
さ
れ
、
東
宮
元
服
儀
で
も
同
様
の
事

　
　
　
　
　
⑮

例
が
存
在
す
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
大
饗
で
朱
器
を
使
用
で
き
た
の
は
「
大
饗
井
御
節
供
朱
器
」
を
伝
授
さ
れ
た
藤
氏
長
者
の
み
で
、
店
舗
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
長
者
が
大
饗
に
用
い
る
「
尊
者
朱
器
二
枚
」
を
覧
じ
た
こ
と
は
、
朱
器
継
承
と
朱
器
に
よ
る
大
饗
催
行
と
の
繋
が
り
を
象
徴
し
て
い
る
。
藤
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氏
長
者
以
外
の
大
饗
で
は
様
器
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
鶴
野
型
の
饗
宴
儀
礼
に
お
け
る
朱
器
の
使
用
は
主
催
者
の
特
権
的
な
地
位
と
結
び
つ

　
　
　
　
　
⑰

く
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
緑
粕
陶
器
に
比
定
し
う
る
青
盗
は
供
御
薬
や
精
進
の
際
に
使
用
さ
れ
、
乞
巧
婁
で
璽
物
の
器
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

し
、
請
雨
経
法
で
「
抑
行
二
此
法
之
時
、
古
測
高
甕
器
。
若
元
レ
思
者
、
白
姿
器
塗
二
金
青
目
如
二
丁
伽
蚤
無
用
レ
之
」
い
た
こ
と
な
ど
、
仏
具

と
し
て
も
頻
出
す
る
。
こ
こ
か
ら
は
宗
教
的
な
性
格
を
読
み
取
る
の
が
穏
当
で
、
青
姿
を
僻
耳
や
土
器
と
同
じ
意
味
で
の
儀
礼
的
な
器
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

こ
と
は
正
確
と
は
い
え
な
い
。
銀
器
に
関
し
て
は
、
藤
原
実
資
が
娘
千
古
の
裳
着
に
あ
わ
せ
て
銀
器
を
打
た
せ
た
事
例
や
、
産
養
に
お
け
る
新

生
児
の
食
膳
具
に
銀
器
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
死
去
に
伴
い
仏
像
へ
鋳
直
し
た
事
例
が
散
見
す
る
こ
と
な
ど
、
個
人
の
利
用
に
主
眼
を
お
い
た

　
　
　
　
　
　
　
⑳

様
相
を
呈
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
対
比
し
て
様
器
を
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
徴
が
訪
れ
た
客
を
も
て
な
す
饗
宴
儀
礼
の
な
か
で
頻
繁
に
使
用
さ
れ
た
点
に
あ
る
こ
と

が
明
瞭
と
な
る
。
様
器
は
、
「
土
器
代
」
や
「
土
器
形
」
と
さ
れ
る
ご
と
く
、
土
器
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
器
と
し
て
、
土
器
を
伴
う
儀
礼

を
壮
麗
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
主
催
者
の
意
図
の
も
と
で
用
い
ら
れ
た
と
考
え
た
い
。
平
安
時
代
に
お
け
る
宮
廷
社
会
の
特
徴
は
、
公
卿
の

家
政
機
関
が
朝
廷
儀
礼
の
一
翼
を
担
っ
た
こ
と
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
た
様
相
の
～
端
が
貴
族
の
邸
宅
で
の
饗
応
に
窺
え
る
。
そ

し
て
、
実
例
を
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
勧
盃
者
の
飲
酒
を
伴
う
旬
儀
型
の
饗
宴
儀
礼
と
し
て
な
さ
れ
る
の
が
～
般
的
だ
っ
た
こ
と
を
推
測
し

う
る
。
こ
れ
ら
が
旬
墨
型
を
採
用
し
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
家
政
機
関
に
よ
る
運
営
が
侍
従
的
な
組
織
が
中
心
と
な
る
旬
儀
の
様
相
に
対
応
し
、

逆
に
律
令
官
司
が
関
与
す
る
節
会
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
事
柄
を
推
察
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
当
否
は
し
ば

ら
く
措
く
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
儀
礼
形
態
が
宮
中
だ
け
で
な
く
貴
族
の
邸
宅
に
ま
で
拡
大
し
て
い
く
の
と
並
行
し
て
、
儀
場
を
飾
る
様
器
の

地
位
が
確
立
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
に
大
過
は
な
い
と
考
え
る
。

①
倉
林
正
次
「
大
臣
大
饗
」
（
『
饗
宴
の
研
究
儀
礼
編
歴
桜
楓
社
、
｝
九
六
五
年
、

　
初
出
～
九
六
二
年
）
、
川
本
重
雄
「
東
三
条
殿
に
お
け
る
正
月
大
饗
の
装
束
と
そ

の
次
第
」
（
『
寝
殿
造
の
空
間
と
儀
式
隔
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
初

出
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
参
照
。
な
お
、
大
饗
に
用
い
る
食
器
に
つ
い
て
は
、
野
場
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喜
エ
丁
「
大
饗
の
食
器
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
蝕
七
一
、
一
九
九
七
年
）

　
に
詳
し
い
。

②
『
小
右
記
盛
寛
仁
三
年
（
｝
〇
一
九
）
正
月
二
日
条
。

③
高
橋
照
彦
「
「
甕
器
」
「
茶
椀
」
「
葉
椀
扁
「
様
器
」
考
」
（
門
国
立
歴
史
昆
俗
博
物
館
研

　
究
報
告
』
七
　
、
～
九
九
七
年
）
。

④
高
橋
は
仮
説
と
し
な
が
ら
も
、
様
器
の
語
義
を
「
本
来
「
様
扁
、
つ
ま
り
薄
様
な
ど

　
の
紙
を
載
せ
て
使
う
器
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
使
用
が
主
に
行
わ
れ
る
肴
や
菓
子
を

　
盛
る
器
の
意
味
扁
と
理
解
し
た
（
高
橋
照
彦
前
掲
③
論
文
、
五
七
六
頁
）
。
し
か
し
、

　
根
拠
と
な
っ
た
魍
執
政
所
抄
輪
御
節
供
奉
の
「
空
様
黒
髭
端
」
な
る
記
載
は
、
「
居
ウ

　
ル
様
ノ
図
会
端
二
在
リ
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
り
、
噸
長
秋
記
瞼
保
延
二
年
（
一
一
三

　
六
）
正
月
五
日
条
の
「
土
高
圷
居
様
事
」
に
つ
い
て
も
、
「
土
豪
杯
ノ
居
ウ
ル
様
ノ

　
事
扁
と
訓
む
べ
き
で
、
「
薄
様
を
載
せ
る
」
と
の
解
釈
は
史
料
の
誤
読
で
あ
る
。

⑤
噸
う
つ
ほ
物
語
臨
蔵
開
中
に
も
門
白
銀
の
様
器
扁
な
る
表
現
が
み
え
る
。

⑥
槻
小
右
記
臨
長
和
五
年
（
一
〇
［
四
）
三
月
三
日
条
。

⑦
一
二
右
記
㎞
寛
和
三
年
（
九
八
七
）
正
旦
百
条
。
な
お
、
長
和
五
年
三
月
三
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
対
力
〕

　
で
は
「
西
短
庇
為
二
公
卿
座
…
見
二
暦
記
一
」
と
さ
れ
、
こ
れ
は
当
該
条
の
「
東
日
南
唐
廟
、

　
南
向
公
卿
座
」
と
矛
盾
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
道
長
が
依
拠
し
た
兼
家
の
先
例
と
は
、

　
摂
政
に
任
じ
ら
れ
た
寛
和
二
年
六
月
か
ら
こ
の
正
月
の
間
に
な
さ
れ
た
事
例
と
み
る
こ

　
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
『
小
右
記
睡
に
寛
和
二
年
が
現
存
し
な
い
こ
と
か
ら
不
明
確

　
な
も
の
の
、
四
達
白
目
録
画
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
寛
和
二
年
六
月
の
任
摂
政
か
ら
翌
年

　
正
月
ま
で
に
大
饗
開
催
を
窺
え
ず
、
「
見
鑑
暦
記
【
」
と
し
た
事
例
が
『
流
記
目
録
睡
に

　
全
く
記
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
想
定
し
に
く
い
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
か
の
記
載
が
誤
記
で

　
あ
る
と
み
る
の
が
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑧
「
銀
盃
公
器
」
に
つ
い
て
は
『
小
右
記
撫
永
延
二
年
（
九
八
八
）
＝
月
七
日
条
、

　
　
　
　
　
ぢ

　
「
土
器
形
」
は
『
大
鏡
駈
裏
書
、
紫
野
子
日
事
と
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
（
～
○

　
〇
四
）
五
月
二
七
日
条
、
「
銀
土
器
」
に
関
し
て
は
『
太
上
法
皇
御
受
戒
記
幽
と
『
御

　
堂
関
白
記
㎞
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
三
月
四
日
条
、
「
銀
土
器
代
」
は
『
下
部
王

　
記
臨
天
暦
三
年
（
九
四
八
）
　
一
二
月
中
〇
日
曜
お
よ
び
天
暦
六
年
（
九
五
二
）
　
一

　
一
月
二
八
条
、
門
銀
土
器
様
器
」
に
つ
い
て
は
糊
吏
部
王
記
㎞
天
暦
四
年
（
九
五

　
〇
）
一
〇
月
四
日
条
に
そ
れ
ぞ
れ
記
載
が
み
え
る
。

⑨
伊
野
急
難
「
平
安
時
代
の
諸
儀
式
と
土
器
・
陶
磁
器
」
（
中
世
土
器
研
究
会
編

　
『
中
世
土
器
研
究
論
集
l
l
中
世
土
器
研
究
会
2
0
周
年
記
念
論
集
…
睡
二
〇
〇

　
～
年
、
三
〇
三
・
四
頁
）
。
な
お
、
伊
野
は
門
銀
土
器
五
器
」
を
「
銀
土
器
」
と

　
「
様
器
」
と
に
分
け
て
捉
え
た
が
、
そ
う
し
た
区
別
は
、
「
様
器
」
と
「
銀
土

　
器
」
と
の
並
記
が
他
見
し
な
い
ご
と
や
、
こ
れ
が
承
子
内
親
王
着
袴
儀
の
史
料
で

　
あ
り
、
二
年
後
の
鼠
子
内
親
王
着
袴
儀
で
は
門
銀
器
」
と
「
銀
土
器
代
」
を
用
い

　
た
こ
と
、
「
銀
ノ
土
器
様
ノ
器
」
と
し
て
も
十
分
解
釈
で
き
る
こ
と
な
ど
か
ら
賛

　
同
で
き
な
い
と
考
え
る
。

⑩
様
器
に
お
い
て
も
、
敦
康
親
王
主
催
の
藤
原
定
子
忌
日
法
要
の
際
に
、
臨
時
的

　
に
鈍
色
に
染
め
た
事
例
が
存
在
す
る
。
『
権
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
＝
）
一
二

　
月
一
六
目
条
。

⑪
差
響
・
立
太
子
に
際
し
て
は
、
御
器
と
し
て
飯
椀
・
馬
頭
盤
・
水
塊
・
汁
物

　
圷
・
盤
・
窪
杯
・
四
種
・
三
蓋
と
い
っ
た
銀
器
の
食
膳
具
が
用
意
さ
れ
る
の
が
一

　
般
的
で
あ
っ
た
。
『
山
嶺
記
魅
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
九
月
二
一
二
日
和
な
ど
。

⑫
『
長
秋
記
㎞
大
治
六
年
（
一
工
三
）
正
月
一
九
日
建
に
も
同
様
の
記
載
が
み

　
え
る
。

⑬
『
江
日
輪
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
＝
旦
＝
日
取
。

⑭
賀
茂
祭
使
出
立
儀
に
つ
い
て
は
『
吏
部
王
記
臨
承
平
四
年
（
九
三
四
）
四
月
一

　
六
日
条
や
『
長
秋
記
蝕
保
延
元
年
（
一
一
三
五
）
四
月
一
七
日
条
、
春
日
祭
使
に

　
関
し
て
は
『
玉
葉
』
治
承
二
年
（
＝
七
八
）
～
○
月
二
九
日
条
、
賭
弓
後
の
遼

　
饗
に
つ
い
て
は
『
西
宮
記
』
賭
弓
所
引
承
平
七
年
（
九
三
七
）
正
月
｝
九
日
条
に
、

　
そ
れ
ぞ
れ
量
器
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。

⑮
『
西
宮
記
㎞
恒
例
三
、
十
月
旬
裏
書
所
引
延
喜
一
六
年
目
九
一
六
）
四
月
条
、

　
『
春
記
』
・
水
承
一
壷
年
（
～
〇
四
六
）
　
～
一
｝
月
一
九
日
条
。
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⑯
『
吉
記
隔
寿
永
二
年
（
＝
八
三
）
～
二
月
～
日
影
、
『
葉
黄
記
魅
寛
元
四
年

　
（
一
二
四
六
）
正
月
二
八
日
粂
。

⑰
な
お
、
服
喪
中
の
重
明
親
王
に
関
し
て
「
わ
た
く
し
の
衣
装
に
綾
羅
美
色
を
着

　
せ
す
、
食
器
も
朱
漆
を
も
ち
み
侍
ら
ぬ
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ま
た
退
位
後
間

　
も
な
い
円
融
院
は
、
節
供
に
お
い
て
「
先
例
以
二
朱
器
学
供
レ
之
。
蔵
人
所
衆
伝
取

　
　
　
　
　
　
　
〔
卒
爾
〕

　
供
レ
之
。
而
事
依
二
藍
卒
一
用
二
様
器
こ
い
た
例
も
存
在
す
る
。
こ
こ
か
ら
は
皇
親

　
間
で
の
朱
器
の
日
常
的
な
使
用
を
垣
間
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
『
花
鳥
余

　
情
臨
｝
一
三
、
幻
、
呵
小
右
記
』
永
観
二
年
（
九
八
四
）
九
月
九
日
条
。

⑱
『
覚
醒
紗
隔
請
理
法
下
。

⑲
高
橋
照
彦
前
掲
は
じ
め
に
⑥
論
文
は
、
三
節
御
酒
の
供
御
に
際
し
て
青
盗
が
用

　
い
ら
れ
た
点
や
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
江
家
次
第
臨
が
「
不
レ
給
二
臣
下
こ
と

　
記
す
こ
と
を
重
視
し
て
、
緑
紬
陶
器
を
儀
礼
的
な
食
器
と
規
定
す
る
が
、
三
節
御

　
酒
の
供
御
は
天
皇
の
個
入
的
な
飲
酒
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
饗
宴
儀
礼
と
し
て
の

　
節
会
と
直
接
結
び
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
緑
玉
陶
器
の
多
量
の
出
土
か
ら

　
は
、
精
進
な
ど
に
限
定
さ
れ
な
い
通
常
の
飲
食
で
の
使
用
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、

　
青
姿
を
食
膳
具
と
し
て
利
用
し
た
の
は
噸
時
制
記
㎞
窮
保
元
年
（
一
〇
九
陽
）
六

　
月
二
五
日
条
の
南
所
知
が
「
汁
用
二
土
器
｝
湯
用
二
二
度
器
こ
と
す
る
程
度
で
あ
り
、

　
文
献
史
料
の
う
え
か
ら
裏
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。

⑳
『
小
右
記
睡
万
寿
元
年
（
一
〇
二
四
）
＝
｝
月
一
二
窪
・
＝
二
日
条
、
隅
権

　
記
匝
寛
弘
八
年
（
～
○
～
～
）
八
月
一
～
日
条
な
ど
。
な
お
、
天
皇
の
朝
夕
御
膳

　
の
食
膳
具
が
銀
器
で
あ
る
点
に
着
目
し
た
佐
藤
金
敏
は
、
そ
う
し
た
食
事
の
あ
り

　
方
を
「
階
唐
様
式
の
正
格
な
食
法
」
と
み
る
。
佐
藤
全
敏
「
古
代
天
皇
の
食
事
と

　
賢
」
（
『
日
本
史
研
究
暁
五
〇
｝
、
二
〇
〇
西
年
）
。

三
　
春
日
土
器
の
登
場

平安時代宮廷社会の〈土器〉（吉江）

　
食
膳
具
の
変
容
を
艶
書
型
の
饗
宴
儀
礼
の
展
開
に
結
び
つ
け
て
論
じ
る
な
ら
ば
、
様
器
と
と
も
に
注
目
す
べ
き
素
材
と
し
て
春
日
土
器
な
る

器
が
浮
上
す
る
。
春
日
土
器
は
春
日
野
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
「
今
日
巡
見
也
。
（
中
略
）
次
着
二
朝
所
過
（
中
略
）
岩
蓼
、
少
納
言
信
康
。
紙

器
不
レ
加
二
人
屠
如
何
。
今
度
可
レ
用
二
春
日
土
器
一
也
。
予
此
旨
示
二
大
理
一
」
と
か
、
「
大
納
言
殿
令
レ
任
二
右
大
将
一
掬
。
（
中
略
）
三
献
以
前
用
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

様
器
盃
司
（
中
略
）
次
四
七
。
（
中
略
）
今
度
已
後
用
二
百
B
器
盃
こ
の
ご
と
く
、
列
見
の
朝
所
饗
や
大
饗
と
い
っ
た
旬
轡
型
の
饗
宴
儀
礼
に
お

い
て
、
土
器
か
ら
変
更
さ
れ
た
器
と
し
て
み
え
る
。
様
器
か
ら
改
め
ら
れ
る
盃
は
土
器
と
記
さ
れ
る
の
が
通
常
だ
が
、
寛
治
二
年
（
一
〇
八

八
）
一
二
月
一
四
日
の
藤
原
如
実
任
太
政
大
臣
大
饗
で
は
、
『
為
房
卿
記
』
が
「
次
四
献
。
鰍
顧
翻
爆
管
器
t
と
記
す
の
に
対
し
、
『
寛
治
二
年
記
』

が
「
次
二
言
。
遡
嬬
麟
剰
麩
駄
難
縢
翻
鋤
雪
兎
ご
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、
春
日
土
器
が
相
当
量
含
ま
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
か
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
脱
ヵ
〕

は
な
い
。
様
器
と
対
に
な
る
よ
う
な
事
例
以
外
に
も
、
『
西
宮
記
』
春
日
祭
裏
書
所
引
「
佐
忠
私
記
」
応
和
二
年
（
九
六
二
）
～
一
月
六
日
条
の
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「
差
二
氏
人
一
喚
レ
之
。
座
定
五
二
春
日
坑
　
」
を
初
見
と
し
て
、
春
日
土
器
は
平
安
時
代
の
種
々
の
史
料
に
登
場
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
春
日
土
器
に
関
し
て
は
、
一
般
に
深
草
を
生
産
地
と
し
た
深
草
土
器
か
ら
類
推
す
る
形
で
、
春
日
で
焼
成
さ
れ
た
土
器
と
解
さ
れ
て
い
る
。

『
垂
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
八
月
＝
日
条
の
定
考
朝
所
饗
で
は
「
次
四
献
。
灘
報
顯
」
と
し
、
八
月
一
九
日
条
の
藤
原
基
実
学
右

大
臣
大
饗
で
「
次
四
献
。
今
度
以
後
用
一
　
料
理
所
深
草
土
器
こ
と
あ
る
こ
と
も
、
深
草
土
器
と
春
日
土
器
と
の
互
換
性
・
対
等
性
を
予
想
さ
せ

る
も
の
で
あ
り
、
深
草
と
対
比
さ
れ
る
春
日
と
い
う
地
で
焼
成
さ
れ
た
と
の
理
解
と
矛
盾
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
様
器
か
ら
変

更
さ
れ
る
盃
を
「
土
器
」
以
外
に
明
記
す
る
場
合
、
春
日
土
器
と
す
る
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
深
草
土
器
へ
の
変
更
を
示
す
事
例
は
わ
ず
か
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
る
。
そ
れ
が
『
毒
素
記
』
に
集
中
す
る
と
い
う
傾
向
も
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
春
日
土
器
と
深
草
土
器
と
を
安
易
に
同
列
に
扱
う
こ

と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
に
催
さ
れ
た
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
の
一
二
番
本
に
は
、
「
深
草
」
な
る
職
人
を
作
者
と
す
る
二
首
の
歌
が
掲
載
さ

れ
る
。
そ
の
～
つ
（
恋
）
が
「
ひ
と
め
み
し
か
は
ら
け
色
の
き
ぬ
か
つ
ぎ
我
に
ち
き
り
や
ふ
か
く
さ
の
さ
と
」
で
、
「
深
草
」
が
「
か
は
ら

け
」
生
産
地
の
「
ふ
か
く
さ
の
さ
と
」
に
由
来
し
た
職
人
の
呼
称
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
し
か
し
、
「
深
草
」
以
外
の
作
者
は
「
医
師
」

「
壁
塗
」
な
ど
具
体
的
な
職
掌
を
記
し
て
お
り
、
「
深
草
」
も
土
器
造
と
い
う
職
掌
を
こ
の
表
記
の
み
で
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
鯛
庭
訓
往
来
』

は
「
鍛
冶
」
「
鋳
物
師
」
な
ど
と
並
列
に
「
深
草
土
器
作
」
を
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
三
世
紀
以
降
に
お
い
て
は
、

深
草
土
器
な
る
語
は
深
草
所
産
の
土
器
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
名
詞
的
に
土
器
を
指
す
用
例
が
多
く
存
在
し
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

深
草
土
器
は
必
ず
し
も
深
草
と
い
う
土
地
と
不
可
分
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
春
日
土
器
の
春
日
を
地
名
と
み
る
必
然
性
も
自
ず

と
減
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
加
え
て
、
『
執
政
所
抄
』
が
「
深
草
四
寸
盤
」
「
深
草
六
寸
盤
」
な
ど
と
と
も
に
「
深
草
小
春
日
杯
」
を
掲
げ
る
こ

と
を
も
想
起
す
る
と
、
春
日
土
器
は
盤
と
対
に
な
る
よ
う
な
、
深
草
土
器
の
一
つ
の
器
種
と
み
る
の
が
よ
い
と
推
測
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
春
日
土
器
と
は
ど
の
よ
う
な
形
体
の
土
器
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
前
掲
の
『
西
宮
記
』
「
佐
忠
私
記
」
の
「
春
日
境
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

儀
礼
内
容
か
ら
酒
盃
を
指
す
こ
と
が
確
実
で
、
他
に
も
盃
と
し
て
用
い
た
事
例
は
多
い
。
｝
方
、
長
和
五
年
（
｝
〇
一
六
）
の
忌
火
御
飯
で
は
、
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「
次
簸
盃
鷺
御
汁
物
盃
欝
」
璽
・
き
飯
や
汁
を
入
れ
・
器
と
し
て
機
能
⑯
他
に
繁
A
・
昔
物
語
集
』
巻
二
八
－
五
、

越
前
守
為
盛
付
二
六
衛
府
宮
人
｝
語
に
、
「
菓
子
ニ
ハ
吉
ク
添
上
ル
李
ノ
紫
色
ナ
ル
ヲ
、
大
キ
ナ
ル
春
日
器
二
十
許
ヅ
・
盛
タ
リ
」
と
、
異
物
を

盛
る
大
き
な
器
と
し
て
み
え
る
。
時
代
が
下
る
と
「
八
春
日
（
器
）
」
な
る
器
が
史
料
上
散
見
し
、
こ
れ
は
「
八
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
お
そ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

く
は
大
き
な
器
を
指
す
の
だ
ろ
う
が
、
「
ヤ
ツ
カ
ス
（
ガ
）
」
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
上
賀
茂
神
社
に
お
い
て
三
王
用
に
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

用
さ
れ
て
い
る
「
ヤ
ツ
カ
サ
土
器
」
に
連
な
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
用
途
か
ら
み
れ
ば
、
春
日
土
器
は
酒
や
飯
・
汁
を
入
れ
る
の

に
相
応
し
い
と
い
え
、
こ
こ
か
ら
は
、
あ
る
程
度
の
器
高
を
持
ち
容
量
の
大
き
な
器
を
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
皿
な
ど
で
は

な
く
杯
や
椀
の
類
の
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
る
。
「
春
日
境
」
や
「
小
春
日
圷
」
な
る
表
記
は
あ
っ
て
も
、
「
春
日
盤
（
皿
）
」
な
ど
と
記

し
た
例
が
な
い
こ
と
も
こ
の
推
測
を
補
強
し
、
「
大
キ
ナ
ル
春
日
器
」
や
「
八
春
日
」
も
こ
こ
か
ら
の
派
生
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
「
春

日
」
を
冠
し
た
意
昧
に
つ
い
て
は
判
然
と
は
し
な
い
が
、
『
西
宮
記
』
恒
例
一
、
内
宴
に
は
「
当
二
子
旦
　
一
二
献
言
、
女
蔵
人
等
以
二
若
菜
華

盛
二
土
蚤
就
二
王
卿
座
㎝
相
分
」
と
「
若
菜
菱
」
の
器
（
汁
椀
）
と
し
て
土
器
が
み
え
、
こ
れ
に
春
二
野
が
若
菜
摘
の
著
名
な
歌
枕
だ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
⑧

と
を
考
え
る
と
、
「
若
菜
の
受
用
の
土
器
」
と
い
う
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
含
有
す
る
用
語
と
憶
測
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
春
日
土
器
を
酒
や
飯
・
汁
を
入
れ
る
の
に
適
し
た
杯
や
椀
の
類
と
す
れ
ば
、
類
似
し
た
あ
り
方
を
す
る
土
器
と
し
て
黒
土
器
・
黒
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
注
目
に
値
す
る
。
黒
土
器
は
そ
の
色
か
ら
服
喪
時
の
食
膳
具
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
が
、
『
醍
醐
雑
事
記
』
巻
一
に
は
「
大
豆
飯
盛
二
干
薪
黒

土
器
一
蓋
レ
之
」
と
あ
っ
て
「
大
豆
飯
」
を
盛
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
『
山
塊
記
瞼
応
保
元
年
（
二
六
～
）
一
二
月
一
四
日
条
に
「
下
家
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

盛
二
粥
於
黒
器
」
と
あ
る
よ
う
に
粥
を
盛
る
器
と
し
て
の
事
例
も
多
い
。
ま
た
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
三
一
一
、
大
太
郎
盗
入
の
事
に
は

「
黒
き
土
器
の
大
き
な
る
を
盃
に
し
て
」
と
み
え
、
例
は
多
く
な
い
も
の
の
、
酒
盃
と
し
て
利
用
さ
れ
た
様
子
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
黒
土

器
の
実
態
は
、
…
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
お
り
黒
色
土
器
お
よ
び
そ
れ
を
継
承
し
た
瓦
器
と
思
わ
れ
る
が
、
食
膳
具
と
し
て
の
黒
色
土
器
・

瓦
器
の
器
種
が
椀
を
主
体
と
す
る
こ
と
も
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
対
応
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
黒
色
土
器
の
本
格
的
な
生
産
は
、
内
面
の
み
に
炭
素
を
吸
着
さ
せ
た
A
類
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
内
面
を
緻
密
に
み
が
い
て
光
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沢
を
持
た
せ
、
廻
文
に
よ
っ
て
加
賦
す
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
こ
う
し
た
製
作
工
程
は
上
等
品
生
産
を
目
指
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

黒
色
土
器
A
類
の
誕
生
の
背
景
に
朱
器
へ
の
志
向
を
読
み
取
る
安
田
龍
太
郎
の
見
解
も
蓋
然
性
は
高
い
。
一
方
、
黒
色
土
器
の
登
場
と
前
後
す

る
形
で
、
多
様
な
器
種
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
土
師
器
は
、
み
が
き
や
三
文
を
省
略
し
て
お
さ
え
と
な
で
だ
け
で
仕
上
げ
る
よ
う
に
な
り
、
器

高
も
減
少
し
て
皿
を
主
体
と
す
る
に
い
た
る
。
上
等
品
志
向
の
黒
色
土
器
の
出
現
と
土
師
器
の
技
法
簡
略
化
と
は
、
別
個
な
論
理
に
よ
る
展
開

と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
が
、
『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
に
は
、
「
楠
葉
の
御
牧
の
土
器
造
、
土
器
は
造
れ
ど
娘
の
顔
ぞ
好
き
」
と
の
著
名
な
今
様
が
載
っ

て
お
り
、
時
期
的
な
こ
と
を
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
こ
に
み
え
る
土
器
と
は
京
都
に
流
通
し
て
い
た
楠
葉
産
瓦
器
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。
．

な
ら
ば
、
土
師
器
と
黒
色
土
器
・
瓦
器
と
は
同
じ
土
器
の
範
躊
で
把
握
す
べ
き
も
の
と
な
り
、
上
記
の
変
容
も
不
可
分
な
動
き
と
位
麗
づ
け
ね

ば
な
ら
な
い
事
象
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
土
師
器
の
う
ち
の
杯
・
椀
が
分
化
し
て
上
等
品
の
黒
色
土
器
へ
と
移
行
し
、
土
師
器
は
杯
・
椀
を
切

り
離
し
て
い
く
な
か
で
簡
略
化
が
進
ん
だ
と
み
る
の
が
よ
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
土
師
器
の
皿
と
黒
色
土
器
の
椀
が
対
に
な
る
様
相
が
現
出
し
た

も
の
と
考
え
る
。

　
こ
う
し
た
変
容
を
前
提
と
し
て
、
土
器
は
〈
土
器
〉
の
な
か
で
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
深
草
は
、
土
器
造
の
代
名
詞
だ
っ

た
ご
と
く
土
器
生
産
の
拠
点
的
な
存
在
だ
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
管
轄
権
は
錯
綜
し
、
内
蔵
寮
配
下
の
供
御
人
が
設
置
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

醍
醐
寺
や
長
福
寺
、
摂
関
家
の
作
手
が
存
在
し
た
。
楠
葉
に
つ
い
て
も
、
大
同
三
年
（
八
○
八
）
の
「
禁
レ
葬
二
埋
於
河
内
国
交
蓼
藍
徳
山
⑩

以
レ
採
下
造
僻
「
供
御
罫
之
土
上
灘
」
と
の
記
事
を
筆
頭
に
、
内
膳
司
が
用
意
す
る
御
歯
固
の
土
器
が
「
楠
葉
御
園
作
手
所
レ
進
」
と
さ
れ
、
摂
関
家

が
「
下
知
楠
葉
御
嘉
し
て
璽
…
量
を
準
備
し
た
事
例
も
み
え
緬
・
作
手
を
掌
握
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
貴
族
に
関
し
て
は
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

『
直
幹
申
文
絵
巻
臨
が
橘
直
幹
邸
へ
出
入
り
す
る
土
器
造
の
姿
を
描
き
、
『
古
今
著
聞
集
』
に
「
坊
城
三
位
入
道
雅
隆
の
も
と
に
、
正
月
朔
B
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ふ
か
草
か
は
ら
け
持
て
ま
い
り
た
り
け
る
に
」
と
の
記
載
が
あ
る
な
ど
、
土
器
造
が
家
々
を
訪
問
し
た
様
子
が
垣
間
み
え
る
。
ま
た
、
『
東
北

院
職
人
歌
合
瞼
の
前
掲
以
外
の
も
う
一
首
（
月
）
が
、
「
月
ゆ
ゑ
に
う
ち
へ
も
い
ら
て
と
に
た
て
は
や
う
の
も
の
と
や
人
の
見
る
ら
ん
」
と
詠

む
の
も
、
土
器
を
担
い
で
貴
族
の
邸
宅
の
前
に
立
つ
土
器
造
の
姿
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
栄
花
物
語
』
巻
三
九
、
布
引
の
滝
で
は
、
藤
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原
頼
通
の
麗
去
に
際
し
て
「
土
器
造
り
な
ど
い
ふ
者
さ
へ
、
年
ご
ろ
幾
年
か
参
り
仕
ま
つ
り
て
、
か
く
て
今
は
い
っ
ち
と
て
か
は
参
り
さ
ぶ
ら

は
ん
ず
る
と
て
、
声
も
惜
し
ま
ず
泣
く
も
い
と
あ
は
れ
な
り
」
と
、
土
器
造
の
悲
嘆
が
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
土
器
造
と
貴
族
と
の

密
接
な
奉
仕
・
従
属
関
係
が
読
み
取
れ
、
そ
れ
と
表
裏
関
係
に
あ
る
土
器
を
必
要
と
す
る
社
会
構
造
を
も
看
取
で
き
る
と
考
え
る
。

　
春
日
土
器
に
話
を
戻
そ
う
。
平
安
時
代
に
筥
中
や
貴
族
の
邸
宅
な
ど
で
頻
繁
に
な
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
旬
儀
型
の
饗
宴
儀
礼
は
、
勧
三
者

の
飲
酒
が
伴
い
土
器
を
食
膳
具
と
す
る
こ
と
に
儀
礼
的
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
儀
礼
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
っ
た
の
が
土
器
の
酒
盃
で
あ

る
が
、
春
日
土
器
が
杯
や
椀
と
い
っ
た
器
種
を
指
す
な
ら
ば
、
そ
の
多
く
が
春
日
土
器
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
る
。
土
器
の
呼
称
と

も
な
る
「
か
は
ら
け
」
が
本
来
的
に
は
酒
盃
を
意
味
し
た
点
か
ら
も
、
盃
と
な
り
う
る
春
日
土
器
の
登
場
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
く
、
土
器
造

と
諸
権
門
と
の
密
接
な
繋
が
り
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
土
器
を
必
要
と
す
る
社
会
の
隆
盛
は
、
旬
儀
型
の
饗
宴
儀
礼
の
展
開
に
伴
う
春
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

土
器
の
登
場
と
不
可
分
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
加
え
て
、
土
師
器
が
皿
を
主
体
と
し
た
の
に
対
し
て
、
杯
・
椀
は
上
等
品
を
志
向

す
る
黒
色
土
器
が
担
っ
た
と
い
う
事
象
や
、
用
途
に
お
け
る
春
日
土
器
と
黒
土
器
の
類
似
性
な
ど
を
総
合
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
春
日
土
器
の

実
体
と
は
、
平
安
時
代
に
限
っ
て
み
れ
ば
黒
色
土
器
だ
っ
た
と
推
察
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
理
解
が
妥

当
な
ら
ば
、
黒
色
土
器
の
本
格
的
な
生
産
が
は
じ
ま
り
、
土
師
器
に
お
け
る
器
種
の
減
少
が
進
む
八
世
紀
後
葉
か
ら
九
世
紀
前
葉
の
時
期
に
、

こ
の
よ
う
な
宮
廷
社
会
の
変
容
の
起
点
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
　
　
噛
山
肥
類
洞
瞼
仁
｛
女
二
年
（
～
一
六
七
）
ふ
ハ
月
二
五
n
口
条
、
　
『
知
信
記
隔
長
承
四

　
年
（
＝
三
五
）
二
月
八
日
条
。

②
春
田
を
地
名
と
み
る
場
合
、
大
和
の
そ
れ
と
考
え
る
の
が
通
常
だ
が
、
梅
川
光

　
隆
は
尾
張
瀬
戸
の
旧
郡
（
二
部
郡
）
に
ち
な
む
名
称
と
し
、
春
日
器
を
古
瀬
戸
の

　
ブ
ラ
ン
ド
と
理
解
す
る
。
興
味
深
い
見
解
で
は
あ
る
が
、
「
土
器
」
と
表
記
さ
れ

　
る
こ
と
と
の
関
係
な
ど
検
討
の
余
地
は
あ
ろ
う
。
梅
川
光
隆
糊
平
安
京
の
器
　
そ

　
の
様
式
と
色
彩
の
文
化
史
蜘
（
白
沙
堂
、
二
〇
〇
一
年
、
六
二
～
七
〇
頁
）
。

③
『
兵
範
記
』
に
は
他
に
、
長
承
元
年
（
二
三
二
）
コ
月
二
一
日
条
、
仁
安

　
三
年
（
｛
一
六
八
）
八
月
二
三
日
条
、
一
一
月
二
日
条
に
州
深
草
土
器
」
「
深
草

　
器
」
が
み
え
る
が
、
「
春
日
土
器
扁
の
記
載
が
あ
る
の
は
保
元
二
年
（
一
一
五

　
七
）
三
月
＝
西
条
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。

④
酒
盃
の
事
例
は
①
で
引
在
し
た
他
に
、
一
二
世
紀
に
限
っ
て
も
『
知
信
記
訟
天

　
承
二
年
（
｝
　
一
一
二
二
）
　
笥
百
月
二
山
ハ
［
口
悪
、
『
兵
範
記
㎞
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）

　
三
月
一
一
日
条
、
噸
玉
葉
臨
治
承
二
年
（
＝
七
八
）
一
〇
月
二
九
日
条
、
『
猪
隈

　
関
自
記
』
建
久
九
年
（
｝
｝
九
八
）
正
月
　
九
日
条
が
あ
る
。

⑤
咄
咄
経
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
　
六
）
六
月
一
日
条
。
『
七
仏
薬
師
法
代
々
日
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羅
長
竺
年
（
＝
〇
五
藺
二
月
δ
日
に
も
「
七
仏
前
各
賞
二
四
跡
春
」
と

　
あ
る
。

⑥
中
井
敦
史
「
土
器
の
名
前
－
中
世
土
師
器
の
器
名
考
証
試
論
1
」
（
嘗
本
史
研

　
究
』
四
八
三
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

⑦
上
賀
茂
神
社
の
「
ヤ
ツ
カ
サ
土
器
」
は
、
中
央
を
内
側
に
窪
ま
せ
た
形
体
に
特
徴
が

　
あ
り
、
径
六
寸
高
さ
～
寸
の
門
ヤ
ツ
カ
サ
」
、
径
二
寸
七
嵩
高
さ
六
分
の
「
大
ヤ
ツ
カ

　
サ
」
、
径
二
寸
二
分
高
さ
六
分
の
「
小
ヤ
ツ
カ
サ
」
が
存
在
す
る
。
『
日
本
料
理
歳
時
大

　
観
　
傳
承
十
二
月
』
（
主
婦
の
友
社
、
一
九
八
○
年
）
、
建
内
光
儀
『
上
賀
茂
神
社
（
賀

　
茂
別
雷
神
社
）
臨
（
学
生
社
、
二
〇
〇
三
年
）
参
合
目

⑧
た
と
え
ば
『
古
今
和
歌
集
蝕
巻
一
、
春
歌
上
に
載
る
「
春
日
野
の
若
菜
摘
み
に
や
白

　
妙
の
袖
ふ
り
は
て
て
人
の
ゆ
く
ら
む
扁
と
の
紀
貫
之
の
歌
な
ど
。

⑨
噸
吏
部
王
記
隔
承
平
元
年
（
九
一
一
二
）
一
〇
月
七
日
条
、
凹
兵
範
記
晦
久
寿
二
年

　
（
＝
五
五
）
九
月
二
三
日
条
。

⑩
　
他
に
も
『
長
秋
記
盤
元
永
二
年
（
二
一
九
）
五
月
三
〇
日
賦
、
『
兵
範
記
』
保
元

　
元
年
（
二
五
六
）
四
月
ニ
ニ
日
条
の
な
か
で
粥
の
器
と
し
て
み
え
、
『
古
事
談
首
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
薯
蹟
〕

　
二
で
も
「
雑
色
黒
器
ト
云
物
ニ
ミ
ソ
ウ
ツ
ノ
毛
立
タ
ル
一
盃
ト
、
暑
預
ノ
焼
タ
ル
ニ
筋

　
ト
ヲ
持
来
与
之
」
と
あ
る
。

⑪
安
田
龍
太
郎
璽
…
い
色
の
食
器
」
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立
4
0
周
年
記
念
論

　
文
集
刊
行
会
編
『
文
化
財
論
叢
H
㎞
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
年
）
。

⑫
浅
香
年
木
前
掲
は
じ
め
に
②
論
文
、
網
野
善
彦
前
掲
は
じ
め
に
④
論
文
、
脇
田
晴
子

　
「
中
世
土
器
の
生
産
と
流
通
」
（
申
世
土
器
研
究
会
編
㎎
概
説
　
中
世
の
土
器
・
陶
磁

　
器
臨
難
論
社
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
な
ど
参
照
。

⑬
噌
類
聚
国
史
翫
政
理
　
禁
制
、
大
同
三
年
（
八
○
八
）
正
月
庚
戌
（
二
八
日
）

　
条
、
『
類
聚
雑
芸
抄
㎞
巻
一
、
供
御
御
歯
固
、
『
執
政
所
全
一
。
戸
田
芳
実
前
掲
は

　
じ
め
に
④
論
文
参
照
。

⑭
藤
原
良
章
「
絵
画
史
料
と
〈
職
人
＞
1
絵
巻
物
に
描
か
れ
た
土
器
造

　
り
一
二
（
噌
中
世
的
思
惟
と
そ
の
社
会
翫
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
初
出
　

　
九
九
一
年
）
参
照
。

⑮
『
古
今
著
聞
集
』
巻
㎝
六
、
坊
城
三
位
入
道
雅
隆
正
月
朔
日
餅
鏡
の
事
。

⑯
凹
源
氏
物
語
㎞
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
作
品
で
は
、
酒
宴
の
こ
と
を
「
か
は
ら

　
け
ま
い
る
」
や
「
か
は
ら
け
は
じ
ま
る
扁
と
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
『
う
つ

　
ほ
物
語
』
内
侍
の
か
み
に
「
白
銀
の
か
は
ら
け
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
必
ず
し

　
も
す
べ
て
が
土
器
を
指
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
康
和
六
年
（
一
～
〇
四
）
正

月
青
の
藤
原
忠
実
臨
時
斧
お
い
て
、
灘
魔
が
「
蔽
。
土
取
・
之
。
襟

幕
内
歎
盈
羅
去
来
。
」
と
す
る
「
カ
ハ
ラ
ケ
」
も
壽
だ
・
た
と
は
考

　
え
に
く
く
、
他
の
例
を
勘
案
す
る
と
、
日
工
な
い
し
は
朱
器
と
み
る
の
が
自
然
で

　
あ
る
。
な
お
、
土
器
の
酒
盃
の
な
か
で
も
臨
時
祭
に
み
え
る
重
杯
は
、
『
明
月

　
記
』
承
元
二
年
（
ご
一
〇
八
）
三
月
一
三
日
条
に
「
器
ひ
と
つ
づ
・
三
度
伝
レ
之
。

　
残
三
ヲ
座
下
二
蔵
入
、
ヘ
シ
ワ
リ
テ
立
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
器
高
の
低
い
土
師

　
器
を
想
定
す
る
の
が
よ
く
、
後
代
に
主
流
に
な
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う

　
な
酒
盃
か
も
し
れ
な
い
。
重
杯
の
作
法
は
『
山
塊
記
』
仁
安
二
年
（
…
…
六
七
）

　
三
月
二
〇
日
条
に
も
詳
し
い
。

20　（808）

四
　
〈
土
器
〉
の
変
容
と
律
令
官
僚
制
の
展
開

　
冒
頭
で
触
れ
た
ご
と
く
、
西
弘
海
は
法
量
の
規
格
性
、
多
様
な
誹
種
分
化
な
ど
か
ら
「
律
令
的
土
器
様
式
」
な
る
概
念
を
導
き
だ
し
、
そ
の

出
現
の
背
景
に
大
量
の
官
人
層
の
登
場
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
測
し
た
。
こ
の
見
通
し
を
文
献
史
料
か
ら
裏
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
も
の



平安時代宮廷社会のく土器〉（吉江）

の
、
説
得
力
に
富
む
見
解
で
あ
る
こ
と
に
代
わ
り
は
な
く
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
も
の
と
考
え
る
。
西
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
都
城

に
お
け
る
〈
土
器
〉
の
変
容
も
律
令
官
僚
制
の
変
遷
過
程
を
考
慮
に
入
れ
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
、
春
日
土
器
と
黒
色
土
器
と
の

類
似
性
や
、
様
器
が
白
色
土
器
に
比
定
し
う
る
だ
ろ
う
こ
と
、
両
者
の
登
場
が
端
的
に
示
す
こ
と
に
な
る
土
器
を
必
要
と
す
る
社
会
の
活
況
が
、

旬
儀
型
の
饗
宴
儀
礼
の
展
開
に
結
び
つ
け
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
事
柄
も
食
膳
具
の
様
相
が
宮
廷
社
会
の

動
向
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
十
分
予
測
さ
せ
る
。
本
章
で
は
、
よ
り
直
接
的
に
律
令
官
僚
制
の
変
容
に
関
連
づ
け
て
〈
土
器
〉
の

展
開
を
描
き
だ
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
官
司
名
を
記
載
し
た
墨
書
土
器
は
好
個
の
材
料
と
な
ろ
う
。
平
城
宮
出
土
の
墨
書
土
器
を
集
成
・
検
討
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
巽
淳
一
郎
に
よ
れ
ば
、
そ
の
圧
倒
的
多
数
は
須
恵
器
の
食
膳
具
で
、
官
司
名
記
載
の
〈
土
器
〉
も
こ
の
範
疇
で
捉
え
ら
れ
る
と
す
る
。
土
師

器
の
出
土
が
須
恵
器
の
約
五
倍
に
達
す
る
長
岡
京
太
政
官
厨
家
跡
に
お
い
て
も
、
「
弁
」
「
外
記
」
「
史
」
な
ど
と
記
し
た
も
の
の
大
半
は
須
恵

　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
務
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

器
が
占
め
、
平
安
宮
中
務
聖
跡
出
土
資
料
で
も
「
□
省
」
「
内
舎
人
」
「
監
」
と
い
っ
た
墨
書
土
器
は
須
恵
器
で
あ
り
、
平
城
宮
の
状
況
と
大
差

は
な
い
と
い
え
る
。
須
恵
器
の
食
膳
具
が
消
滅
し
た
段
階
で
は
、
「
右
馬
」
「
内
舎
人
所
」
と
記
す
緑
粕
陶
器
、
「
斎
宮
」
関
連
の
下
舵
陶
器
な

ど
が
み
や
宮
司
名
を
記
す
墨
書
土
器
は
・
土
師
器
で
は
な
く
緑
粕
陶
器
炭
紬
陶
器
へ
移
行
し
た
よ
う
で
あ
る
・

　
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
は
、
土
師
器
と
須
恵
器
・
緑
紬
陶
器
・
灰
粕
陶
器
と
の
問
の
差
異
を
読
み
取
る
こ
と
が
再
能
で
あ
る
。
そ
の
成
因
を
実

証
的
に
論
じ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
須
恵
器
生
産
が
宮
内
省
に
管
掌
さ
れ
た
薫
陶
司
の
下
で
な
さ
れ
、
甘
粕
陶
器
・
受
認
陶
器
も
官
営

工
房
か
ら
の
貢
納
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
交
易
が
調
達
主
体
の
土
師
器
に
比
べ
て
、
調
と
し
て
収
納
さ
れ
、
官
司
に
分
配
さ
れ
た
須
恵
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
方
が
、
律
令
官
司
の
食
膳
具
と
し
て
は
正
統
的
な
位
置
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
土
師
女
」
な
ど
に
よ
る

自
家
生
産
品
で
あ
ろ
う
土
師
器
が
、
須
恵
器
に
比
し
て
多
く
出
土
し
た
長
屋
王
鳥
跡
と
対
照
的
で
あ
り
、
須
恵
器
は
官
司
と
い
っ
た
公
的
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
お
け
る
食
事
と
結
び
つ
く
。
長
岡
京
太
政
官
厨
家
跡
の
宮
司
名
須
恵
器
は
、
厨
家
が
用
意
し
た
官
人
の
常
食
に
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

資
料
群
だ
が
、
曹
司
に
お
け
る
政
務
と
食
事
と
が
一
体
的
に
機
能
し
た
と
の
見
解
に
従
え
ば
、
そ
う
し
た
食
膳
具
と
常
食
と
の
関
係
は
太
政
官
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⑦

以
外
の
宮
司
で
も
同
様
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
、
政
務
後
に
催
さ
れ
た
列
冤
の
朝
所
饗
の
ご
と
き
儀
礼
形
態
が
と
ら
れ
た
と
推
測
す

る
こ
と
も
可
能
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
常
食
の
様
相
は
九
世
紀
初
頭
を
画
期
に
大
き
く
変
貌
す
る
。
令
制
で
は
年
始
春
米
を
「
送
二
大
炊
寮
一
充
二
諸
司
常
食
一
」

て
た
が
、
養
老
三
年
（
七
一
九
）
に
劇
官
に
企
業
銭
が
付
加
さ
れ
、
平
安
時
代
初
頭
の
大
同
三
年
（
八
○
八
）
に
は
、
官
司
の
統
廃
合
に
よ
っ
て

閑
官
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
要
論
銭
を
「
普
給
二
衆
司
一
」
う
こ
と
と
な
る
。
翌
四
年
に
は
、
米
価
変
動
を
考
慮
し
て
日
別
二
升
と
い
う
現
物

支
給
へ
変
更
さ
れ
、
同
時
に
三
位
以
上
お
よ
び
観
察
使
へ
の
支
給
が
除
外
さ
れ
た
。
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
に
再
び
銭
へ
復
さ
れ
た
も
の
の
、

米
と
銭
の
併
用
は
続
い
た
ら
し
く
、
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
七
〇
年
を
経
た
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
に
は
、
春
米
の
不
足
お
よ
び
米
と
銭
と
の
不
均

衡
を
理
由
と
し
て
、
諸
司
官
田
を
設
置
し
て
要
点
料
支
給
を
諸
司
に
委
託
す
る
形
態
へ
移
行
す
る
。
そ
し
て
翌
元
慶
六
年
に
は
、
太
政
官
お
よ

び
出
納
の
所
司
の
要
劇
料
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
以
前
に
要
菜
料
か
ら
戻
さ
れ
た
大
学
寮
の
月
並
の
み
が
、
大
炊
寮
か
ら
の
給
付
を
許
さ
れ

る
に
い
た
る
。

　
以
上
は
職
事
宮
の
常
食
に
関
す
る
変
遷
で
あ
る
が
、
史
生
・
雑
任
と
い
っ
た
番
上
官
は
と
い
う
と
、
「
承
前
諸
司
番
上
及
雑
色
人
、
劇
的
以

外
不
レ
給
一
　
衣
食
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
的
に
は
常
食
の
支
給
は
な
く
、
劇
官
の
み
に
資
根
が
給
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
列
島
や
定

考
で
は
穏
座
の
段
階
で
史
生
が
召
さ
れ
、
大
臣
大
饗
に
お
い
て
も
三
献
の
後
に
史
生
が
参
入
し
た
と
い
う
事
実
も
、
番
上
官
の
饗
饅
が
付
加
的

な
要
素
だ
っ
た
と
い
う
事
柄
と
合
致
し
て
い
よ
う
。
大
同
四
年
に
は
、
職
事
官
の
要
劇
料
変
更
に
伴
い
「
定
下
賜
二
諸
司
史
生
以
下
雑
色
人
以

よ
時
服
井
月
露
之
法
上
」
め
、
元
慶
五
年
に
官
田
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
大
炊
寮
か
ら
の
支
給
を
数
種
の
番
上
官
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外

の
番
上
根
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
諸
司
官
田
で
賄
う
形
態
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
常
食
の
変
遷
の
な
か
で
も
、
大
同
年
間
の
変
革
は
看
過
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
。
制
度
が
確
立
し
た
時
点
で
の
支
給
方

法
を
示
す
『
延
喜
式
』
太
政
官
の
規
定
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

　
　
凡
親
王
以
下
月
料
井
諸
司
要
立
憲
大
旱
等
、
毎
月
申
レ
索
出
充
。
其
月
獲
物
者
、
録
二
来
月
数
（
毎
月
十
日
申
一
天
政
富
ハ
十
七
日
官
符
下
二
宮
内
省
↓
廿
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五
日
出
営
。
要
劇
者
、
録
二
前
月
応
レ
高
官
入
及
物
数
ハ
毎
月
四
日
申
レ
富
。
即
加
二
官
要
劇
｝
造
二
惣
目
↓
同
日
申
一
一
太
政
官
納
五
日
頃
棚
下
二
宮
内
省
↓
十

　
　
三
日
出
軍
。
但
給
レ
田
者
、
下
一
一
符
勘
解
由
使
幻
大
根
者
、
毎
月
十
六
臼
申
二
太
政
官
↓
廿
日
官
符
下
二
民
部
ハ
廿
二
日
出
給
。
若
逢
二
雪
雨
｝
臨
時
改
レ
日
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
毎
月
支
給
さ
れ
る
親
王
や
官
司
の
食
料
が
、
「
甘
心
来
月
数
一
」
し
て
太
政
宮
か
ら
宮
内
省
へ
申
請
す
る
月
料
、
「
録
二
前
月
応

レ
給
官
人
及
物
数
こ
し
て
宮
内
省
へ
申
請
し
支
給
さ
れ
た
要
四
折
、
月
料
と
同
様
に
翌
月
分
を
民
部
省
か
ら
与
え
ら
れ
た
大
根
、
の
三
つ
に
区

分
さ
れ
て
お
り
、
官
田
を
有
す
る
一
般
的
な
官
司
の
要
撃
料
の
場
合
は
、
国
司
か
ら
直
接
収
納
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
注
目
し
た
い
の
は
月

料
と
要
溺
料
と
の
単
坐
請
求
の
違
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
翌
月
分
を
前
月
二
五
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
月
料
の
基
本
だ
っ
た
の
に
対
し
、
要

望
料
は
前
月
分
を
給
付
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
そ
の
支
給
基
準
は
、
大
同
四
年
太
政
官
符
で
「
宜
下
細
蟹
王
日
一
依
レ
実
申
送
上
」
と
さ
れ
、

諸
司
官
田
を
設
置
し
た
元
慶
五
年
太
政
官
符
に
お
い
て
も
「
凡
腰
上
日
毎
月
申
レ
宮
、
一
如
二
旧
規
【
勿
レ
失
二
前
燭
己
と
も
あ
る
よ
う
に
、
前
月

の
上
日
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
要
劇
料
は
上
日
と
不
可
分
の
俸
給
的
性
格
が
強
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
、
実
態
が
米
で
あ
っ
て
も
本
質
的
に
は
養
老
三
年
以
来
の
銭
支
給
と
代
わ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
平
米
支
給
の
差
異
を
考
え
る
と
、

大
同
年
間
に
お
け
る
呈
上
料
へ
の
変
更
と
は
、
政
務
終
了
後
に
全
職
事
官
へ
給
し
た
令
制
以
来
の
常
食
制
度
が
、
上
日
に
基
づ
く
職
事
官
の
個

人
的
俸
給
へ
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
常
食
の
俸
給
制
へ
の
移
行
が
、
官
司
に
お
け
る
日
常
的
な
饗
宴
儀
礼
そ
の
も
の
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
推
測
し
や
す
く
、
そ
の

こ
と
で
一
堂
に
会
し
て
食
事
を
と
る
共
食
の
意
味
は
減
少
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
で
官
司
内
で
の
日
常
的
な
饗
宴
が
消
滅

し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
法
制
上
は
そ
う
し
た
饗
宴
が
個
人
の
要
思
料
か
ら
支
弁
さ
れ
る
原
則
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
。
須
恵
器
を
中
心
と

す
る
思
欲
さ
れ
た
食
膳
具
は
、
宮
内
省
－
上
北
司
を
通
じ
て
年
料
と
し
て
諸
司
へ
配
分
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
食
料
が
俸
給
的
な
も
の
に
変

更
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
食
膳
具
の
み
が
上
質
と
無
関
係
に
分
配
さ
れ
る
必
然
性
は
想
定
し
が
た
い
。
官
司
で
饗
饅
が
設
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
多
く
は
交
易
で
入
手
す
る
の
が
一
般
的
な
器
、
す
な
わ
ち
土
師
器
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
推
測
す
る
。
こ
う
し
た
俸
給
制
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
移
行
と
い
う
事
柄
こ
そ
が
、
調
納
を
基
本
と
す
る
須
恵
器
の
生
産
・
貢
納
を
崩
壊
さ
せ
た
要
因
と
考
え
る
。
奈
良
時
代
末
の
「
七
月
要
劇
銭
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⑪

五
貫
五
百
［
」
な
る
木
簡
か
ら
は
、
す
で
に
こ
の
段
階
で
多
額
の
要
劇
銭
支
給
が
確
認
で
き
、
詩
劇
料
に
頼
る
官
司
運
営
の
あ
り
方
が
須
恵
器

の
生
産
を
次
第
に
落
ち
込
ま
せ
て
い
き
、
大
同
年
間
の
変
革
に
よ
っ
て
須
恵
器
生
産
は
壊
滅
に
帰
し
た
と
み
る
の
が
よ
い
。
そ
れ
と
前
後
し
て
、

大
同
三
年
に
は
筥
陶
司
が
大
膳
職
へ
併
合
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

　
須
恵
器
の
食
膳
具
の
消
失
に
は
、
こ
う
し
た
官
司
制
の
変
容
が
影
響
し
た
と
考
え
る
が
、
一
方
で
こ
の
こ
と
は
、
前
に
示
し
た
重
器
型
の
饗

宴
儀
礼
の
展
開
に
伴
う
土
器
の
隆
盛
と
い
う
問
題
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
一
面
的
な
理
解
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
を
考
え
る
に

あ
た
っ
て
重
視
す
べ
き
は
、
要
衝
米
支
給
を
規
定
し
た
大
同
四
年
制
が
、
同
時
に
三
位
以
上
と
観
察
使
と
を
そ
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
諸
司
官
田
設
置
後
に
お
い
て
も
「
八
省
卿
・
弾
正
サ
・
秘
府
大
将
・
四
府
督
、
或
徳
高
皇
子
猶
在
一
童
ハ
官
ハ
二
身
貴
公

豆
蒔
居
二
聖
職
4
如
レ
此
重
責
元
来
不
レ
給
。
除
レ
此
之
外
例
車
田
給
限
」
と
あ
る
よ
う
に
変
化
は
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
除
外
さ
れ

た
公
卿
た
ち
は
、
紫
震
殿
で
開
催
さ
れ
た
政
務
に
参
入
し
、
侍
従
的
な
組
織
を
通
じ
て
天
皇
の
下
物
を
土
器
を
用
い
て
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、

太
政
官
庁
で
の
政
務
の
後
に
は
朝
所
饗
が
あ
り
、
外
記
政
後
に
は
南
所
で
饗
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
釈
璽
の
寮
饗
は
大
学
寮
官
人
自
ら
が
飲
食

す
る
儀
礼
で
は
な
く
、
公
卿
に
対
し
て
寮
の
官
人
が
供
果
す
る
形
態
を
と
り
、
御
斎
会
聖
日
で
も
公
卿
は
右
近
陣
座
に
着
き
、
陣
官
が
「
居
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

謡
物
　
」
え
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
公
卿
の
重
要
な
職
掌
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
に
参
入
し
て
そ
の
儀
礼
を
運
営
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、

そ
こ
で
は
諸
司
か
ら
食
事
を
供
給
さ
れ
る
の
が
通
常
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
わ
ざ
わ
ざ
要
劇
通
や
月
料
に
依
ら
ず
と
も
実
質
的
に
は
宮
中

で
供
膳
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
そ
う
し
た
公
卿
の
特
権
的
な
あ
り
方
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
、
公
卿
自
ら
が
・
王
催
者
と
な
っ
て
財
を
供
出
し
、
中
下
級
官
人
を
饗

応
す
る
立
場
と
な
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
が
大
臣
が
太
政
官
官
人
に
滑
動
を
設
け
る
大
臣
大
饗
で
あ
り
、
近

衛
官
人
を
も
て
な
す
大
将
大
饗
も
同
様
な
意
味
を
持
つ
。
こ
う
し
た
儀
礼
が
い
つ
ま
で
遡
る
か
は
慎
重
に
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
大
臣
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

饗
に
関
し
て
は
『
大
鏡
嚇
に
藤
原
垂
死
の
大
饗
が
み
え
る
こ
と
か
ら
九
世
紀
中
葉
に
は
存
在
し
、
『
江
家
次
第
』
二
二
、
大
臣
家
大
饗
の
「
藤

氏
長
者
計
器
・
台
盤
、
閑
院
左
大
臣
冬
嗣
公
御
物
」
な
る
記
事
を
重
視
す
れ
ば
、
九
世
紀
前
葉
ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。
大
饗
以
外
の
公
卿
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の
邸
宅
に
お
け
る
饗
宴
に
つ
い
て
は
、
古
記
録
が
残
る
一
〇
世
紀
以
降
に
な
ら
な
い
と
判
然
と
は
し
な
い
も
の
の
、
貢
使
出
立
儀
の
饗
は
九
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

紀
末
に
は
確
実
に
存
在
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
大
同
四
年
に
除
外
さ
れ
た
三
位
以
上
と
観
察
使
は
、
翌
五
年
に
観
察
使
が
廃
止
さ
れ
参
議
が
復
活
す
る
こ
と
で
公
卿
制
と
し
て
再
編
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
成
立
す
る
公
卿
制
は
、
『
延
喜
式
』
中
務
省
の
「
凡
慮
侍
従
員
百
人
為
レ
限
。
慨
鋤
灘
弘
鉱
愉
絶
謬
鯉
t
と
の
規
定
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
ら
、
侍
従
的
な
性
格
を
本
質
的
に
有
す
る
組
織
形
態
と
み
る
の
が
よ
い
。
す
べ
て
の
官
司
・
官
人
が
一
体
と
な
り
専
制
君
主
的
な
支
配
構
造

を
支
え
る
の
が
律
令
天
皇
制
・
律
令
官
僚
制
の
本
来
的
な
姿
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
の
初
期
に
は
上
級
官
人
の
侍
従
的
性
格
が
強
調
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
同
時
に
中
下
級
官
人
は
彼
ら
に
率
い
ら
れ
る
存
在
へ
と
変
質
す
る
。
こ
う
し
た
変
化
に
伴
う
天
皇
制
・
官
僚
綱
の
再
構
築
と
し

て
、
こ
の
時
期
に
儀
礼
整
備
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
に
、
貴
族
の
邸
宅
に
お
け
る
饗
宴
儀
礼
が
旬
昇
平
を
採
用
し
た
こ
と
に
対
す
る
原
因

を
、
家
政
機
関
に
よ
っ
て
供
膳
さ
れ
る
形
態
が
侍
従
的
な
組
織
に
よ
る
旬
儀
と
類
似
し
て
い
た
と
い
う
点
か
ら
説
明
し
た
が
、
こ
こ
に
い
た
っ

て
よ
り
根
源
的
な
理
由
を
み
い
だ
す
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
貴
族
の
邸
宅
で
の
饗
宴
が
、
官
司
で
日
常
的
に
な
さ
れ
て

い
た
饗
応
の
代
替
お
よ
び
発
展
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
大
臣
大
饗
が
太
政
官
官
人
を
饗
応
す
る
の
が
本
質
で
あ
っ
た

こ
と
も
、
こ
れ
に
対
応
す
る
と
み
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

　
八
世
紀
後
葉
か
ら
九
世
紀
前
葉
に
か
け
て
の
く
土
器
〉
の
変
容
と
は
、
こ
の
よ
う
な
律
令
官
僚
制
の
展
開
と
い
う
潮
流
の
な
か
で
理
解
す
べ

き
も
の
と
考
え
る
。
律
令
官
司
の
常
食
制
度
の
解
体
が
、
調
と
し
て
収
納
さ
れ
、
諸
司
に
分
配
さ
れ
る
食
膳
具
と
し
て
の
須
恵
器
の
存
在
価
値

を
低
減
さ
せ
た
。
一
方
で
、
侍
従
的
性
格
を
色
濃
く
し
た
公
卿
が
国
家
機
構
の
一
翼
を
主
体
的
に
担
う
よ
う
に
な
り
、
中
下
級
官
人
は
そ
う
し

た
公
卿
に
従
属
す
る
存
在
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
公
卿
が
主
客
と
な
る
旬
儀
型
の
饗
宴
儀
礼
の
展
開
、
お
よ
び
黒
色
土
器
や
白
色
土
器

の
登
場
な
ど
に
窺
え
る
土
器
の
隆
盛
を
呼
び
起
こ
し
た
も
の
と
考
え
る
。

①
巽
淳
一
郎
「
都
城
出
土
墨
書
土
器
の
性
格
」
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
㎎
古
代
官

　
衙
・
集
落
と
墨
書
土
器
一
墨
書
土
器
の
機
能
と
性
格
を
め
ぐ
っ
て
一
睡
二
〇

　
〇
二
年
）
。

②
向
日
市
教
育
委
員
会
編
「
長
岡
京
跡
左
京
第
1
3
次
発
掘
調
査
報
告
」
（『

?
日
市
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埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
　
第
四
藩
閥
一
九
七
八
年
）
、
『
長
享
京
木
簡
一
　
向
日
市
埋

　
蔵
文
化
財
調
査
報
告
轡
　
第
十
五
集
臨
（
一
九
八
四
年
）
。

③
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
謂
『
平
安
京
－
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
第
1
3

　
冊
』
（
一
九
九
五
年
）
。

④
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
編
『
平
安
京
跡
発
掘
調
査
権
報
昭
和
5
6
年
度
』
（
一

　
九
八
二
年
）
、
『
平
安
京
右
京
三
条
二
塁
十
五
・
十
六
町
1
「
齋
宮
」
の
邸
宅
跡
一

　
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
第
2
1
冊
』
（
二
〇
〇
二
年
）
、
京
都
市
文
化
市
民
局
編

　
『
京
都
市
内
遺
跡
試
掘
調
査
概
報
　
平
成
1
2
年
度
撫
（
二
〇
〇
一
年
）
。

⑤
土
師
器
と
須
恵
器
の
調
達
方
法
に
つ
い
て
は
古
尾
谷
知
浩
前
掲
は
じ
め
に
③
論
文
、

　
緑
粕
陶
器
・
灰
紬
陶
器
は
高
橋
照
彦
前
掲
は
じ
め
に
⑥
論
文
参
照
。
須
恵
器
生
産
が
篁

　
陶
司
の
管
轄
下
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
筥
陶
司
を
吸
収
し
た
大
膳
職
が
和
泉
国
陶
山
に

　
「
陶
器
寄
人
」
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
戸
田
芳
実
前
掲
は
じ
め
に
④
論
文

　
参
照
。
な
お
、
巽
淳
一
郎
前
掲
①
論
文
は
、
官
司
名
墨
誉
土
器
の
出
現
が
天
平
期
に
下

　
る
こ
と
か
ら
、
調
納
制
弛
緩
に
伴
う
官
司
の
直
接
注
文
に
由
来
す
る
と
み
る
。

⑥
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
凹
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告

　
－
長
屋
王
邸
・
藤
原
麻
呂
邸
の
調
査
一
鰍
（
一
九
九
五
年
）
。
吉
野
秋
二
「
食
器
の

　
管
理
と
饗
応
」
（
平
川
南
厚
編
『
文
字
と
古
代
日
本
4
　
神
仏
と
文
字
隔
吉
川
弘
文
館
、

　
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
須
恵
器
の
公
的
機
関
に
お

　
け
る
使
用
と
い
う
性
格
は
、
あ
く
ま
で
認
識
上
の
事
象
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

　
ま
ま
出
土
量
に
反
映
さ
れ
る
と
み
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
平
城
宮
内
で
は
窟

　
内
に
比
べ
て
も
土
師
器
の
畠
土
が
卓
越
す
る
と
い
う
玉
田
芳
英
が
指
摘
す
る
状
況
と
、

　
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
玉
醗
芳
英
「
平
城
宮
の
土
器
」
（
古

　
代
の
土
器
研
究
会
編
刷
古
代
の
土
器
研
究
一
律
令
的
土
器
様
式
の
東
西
⊥
一
九

　
九
二
年
）
。

⑦
吉
川
真
司
は
、
南
所
申
文
が
外
記
政
終
了
後
に
侍
従
所
で
な
さ
れ
た
食
事
の
場
で
の

　
儀
礼
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
記
政
と
南
所
申
文
が
一
体
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

　
そ
の
う
え
で
、
門
政
務
と
食
事
の
関
係
は
、
太
政
官
以
外
の
諸
司
で
も
基
本
的
に

　
は
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
吉
川
真
司
「
左
経
記
」
（
『
律
令
官
僚
制
の

　
研
究
職
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
三
年
、
二
七
三
頁
）
。

⑧
以
下
の
記
述
は
、
早
川
庄
八
「
律
令
財
政
の
構
造
と
そ
の
変
質
」
（
『
日
本
古
代

　
の
財
政
制
度
睡
名
著
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
六
五
年
）
に
よ
る
と
こ

　
ろ
が
大
き
い
。
史
料
の
典
拠
は
早
川
論
文
の
な
か
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　
煩
雑
と
な
る
こ
と
を
避
け
て
出
典
を
示
す
こ
と
は
し
な
い
。

⑨
た
だ
し
、
元
慶
五
年
太
政
官
符
に
は
「
賜
二
自
墾
者
全
僧
帽
ハ
斗
轍
と
の
文
誉

　
も
み
え
、
活
劇
米
支
給
に
関
わ
る
旗
日
が
機
械
的
に
三
〇
日
（
日
別
二
升
）
と
算

　
出
さ
れ
た
可
能
性
も
捨
て
さ
れ
な
い
。

⑩
官
司
に
お
け
る
食
事
の
様
相
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
仕
丁
な
ど
へ
の
大
租
米
支

　
給
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
大
根
が
民
部
省
管
轄
で
あ
る
こ
と
か

　
ら
す
れ
ば
、
宮
内
省
系
統
で
配
分
さ
れ
る
藩
論
・
要
講
料
お
よ
び
須
恵
器
と
は
一

　
応
切
り
離
し
て
理
解
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

⑪
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
宮
木
簡
三
輪
（
一
九
八
○
年
、
三
五
四

　
四
号
）
。
な
お
、
当
時
の
米
価
を
升
別
一
〇
文
と
見
積
も
る
な
ら
ば
五
五
石
以
上

　
と
な
り
、
大
同
四
年
制
の
日
別
二
升
を
あ
て
は
め
る
と
、
隔
日
三
〇
日
と
し
て
も

　
九
人
以
上
を
要
劇
料
で
賠
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
物
価
に
つ
い
て
は
、

　
関
根
真
隆
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
撫
（
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
六
九
年
）
参
照
。

⑫
『
江
家
次
第
臨
海
三
、
御
斎
会
寛
日
な
ど
。

⑬
『
大
鏡
駈
太
政
大
臣
基
経
。

⑭
『
類
聚
三
代
格
』
巻
～
九
、
禁
制
事
画
引
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
四
月
二
五
日

　
付
太
政
官
符
。

⑮
拙
稿
「
荷
前
別
貢
幣
の
成
立
－
平
安
初
期
律
令
天
皇
制
の
考
察
1
」
（
『
史

　
林
』
八
四
－
一
、
二
〇
〇
一
年
）
。
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お
わ
り
に

平安時代宮廷社会の〈土器〉（吉江）

　
以
上
、
都
城
で
出
土
す
る
〈
土
器
〉
の
変
容
を
、
律
令
官
僚
制
の
変
質
、
そ
れ
に
伴
う
密
儀
型
の
饗
宴
儀
礼
の
展
開
に
引
き
つ
け
る
形
で
論

じ
て
き
た
。
冒
頭
で
示
し
た
八
世
紀
後
葉
か
ら
九
世
紀
前
葉
に
お
け
る
変
容
の
う
ち
、
緑
粕
陶
器
・
灰
粕
陶
器
と
い
っ
た
国
産
施
紬
陶
器
の
出

現
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
貯
蔵
・
調
理
具
の
様
相
や
木
製
品
な
ど
〈
土
器
〉
以
外
の
食
膳
具
に
つ
い
て
も
今

後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
本
稿
で
は
先
行
研
究
が
注
視
し
て
き
た
技
術
の
展
開

や
生
産
の
推
移
な
ど
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
、
〈
土
器
〉
の
変
遷
を
描
き
だ
し
う
る
可
能
性
を
提
起
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
結
論
は
前

章
の
末
尾
に
も
記
し
た
の
で
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
う
し
た
変
容
が
、
宮
廷
社
会
に
お
け
る
饗
宴
儀
礼
の
二
つ
の
類
型
の

う
ち
で
も
、
日
常
的
な
旬
十
型
の
儀
礼
形
態
か
ら
説
明
で
き
る
こ
と
に
は
若
干
の
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
そ
の
こ
と
は
、
大
臣

大
饗
の
ご
と
き
上
級
貴
族
層
の
自
邸
で
の
饗
宴
が
、
節
会
な
ど
国
家
的
な
饗
宴
儀
礼
の
代
替
と
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
官
司

の
日
常
的
な
饗
宴
儀
礼
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
宮
廷
社
会
の
展
開
と
は
、
日
常
的
な
政
務
や
天

皇
の
個
人
的
性
格
と
密
接
に
関
係
す
る
よ
う
な
儀
礼
に
お
け
る
変
容
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
律
令
国
家
が
本
来
的
に
有
し
た
よ
う

な
節
会
な
ど
の
壮
麗
な
儀
礼
、
ひ
い
て
は
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
価
値
体
系
そ
の
も
の
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な
い
と
み
る
の

　
ヘ

　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
む

カ
よ
カ
ろ
う

　
こ
う
し
た
展
望
に
妥
当
性
を
認
め
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
次
に
問
題
と
す
べ
き
は
そ
の
よ
う
な
律
令
国
家
の
価
値
意
識
の
変
遷
と
な
る
。
も
っ

と
も
こ
う
し
た
事
柄
は
、
多
角
的
に
検
討
す
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
都
城
出
土
の
〈
土
器
〉
の
様
相
を
主
軸
に
据
え
る
な
ら
ば
、
一

〇
世
紀
後
葉
か
ら
一
一
世
紀
前
葉
と
い
う
時
期
が
、
本
稿
が
考
察
紺
象
と
し
た
変
革
期
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
転
換
点
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意

さ
れ
て
よ
い
。
緑
紬
陶
器
の
生
産
が
終
焉
を
迎
え
、
灰
粕
陶
器
が
無
粕
の
山
茶
碗
へ
転
換
し
て
圏
産
施
紬
陶
器
は
大
幅
に
減
退
し
、
黒
色
土
器

も
内
外
面
を
黒
色
処
理
す
る
B
類
が
主
体
と
な
り
、
そ
の
後
、
瓦
器
椀
が
出
現
す
る
。
ま
た
、
散
在
的
だ
っ
た
輸
入
陶
磁
器
の
出
土
に
一
定
度
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の
増
加
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
こ
の
時
期
以
降
で
あ
り
、
新
た
な
〈
土
器
〉
の
様
相
が
現
出
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
出
土
遺
物

の
大
半
を
占
め
る
土
師
器
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
が
窺
え
な
い
こ
と
か
ら
は
、
こ
う
し
た
変
質
は
土
器
に
基
づ
く
旬
儀
型
の
饗
宴
儀
礼
と
は

別
の
論
理
に
起
因
す
る
も
の
か
も
し
れ
ず
、
生
産
地
の
変
容
に
配
慮
す
る
と
同
時
に
、
宮
廷
社
会
の
価
値
体
系
の
展
開
な
ど
、
よ
り
広
い
視
野

か
ら
検
討
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
従
来
、
と
も
す
れ
ば
〈
土
器
〉
を
高
級
品
と
安
価
な
も
の
と
に
区
分
し
、
そ
れ
を
階
層
差
に
還
元
す
る
傾
向
が
強
く
存
在
し
た
。
し
か
し
、

都
城
な
る
も
の
が
律
令
制
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
律
令
制
期
の
都
市
に
お
い
て
純
粋
な
庶
罠
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可

能
に
近
く
、
平
城
京
・
平
安
京
、
さ
ら
に
は
中
世
都
市
京
都
の
住
人
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
国
家
機
構
と
の
繋
が
り
を
有
し
て
い
た
と
み
る
の

が
適
当
で
あ
る
。
都
城
で
使
用
さ
れ
る
く
土
器
V
の
あ
り
方
と
は
、
そ
う
し
た
宮
廷
社
会
を
頂
点
と
し
た
儀
礼
的
・
文
化
的
な
様
相
の
広
が
り

を
示
し
う
る
も
の
と
推
測
さ
れ
、
翻
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
〈
土
器
〉
を
検
討
の
狙
上
に
載
せ
る
こ
と
は
、
宮
廷
社
会
を
考
え
る
う
え
で
も
、
平

安
京
お
よ
び
京
都
と
い
っ
た
都
市
構
造
を
考
察
す
る
う
え
で
も
、
不
可
欠
な
素
材
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
若
干
の
展
望
を
と
お
し
て

み
て
も
、
本
稿
が
論
じ
え
た
内
容
は
き
わ
め
て
僅
少
な
事
柄
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
機
会
を
あ
ら
た
め
て
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
と
考
え
る
。
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［
付
記
］
　
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
B
）

　
　
究
」
）
に
よ
る
成
果
の
　
部
で
あ
る
。

「
古
代
・
中
世
移
行
期
に
お
け
る
宮
廷
儀
礼
の
変
容
と
平
安
京
出
土
土
器
に
関
す
る
総
合
的
研



The　Pottery　used　at　the　Court　during　the　ffeian　Period

by

YoslE　Takashi

　　Banquets　held　at　the　Court　in　the　Heian　pertod　can　be　divided　into　two　basic

types．　One　is　the　shung　2’type典儀i型that　is　character1zed　by　toasting　and　the

d血k血gof　liquor　by　the　toaster　and　the　use　of　earthenware　vesse墨s．　The　second，

sechie　type節会型，　is　characterized　by　the　absence　of　dhnldng　by　toasters　and　the

use　of　lacquer　ware．　ln　the　shungi　type　banquet，　which　was　the　standard　ceremo一

翻飴㎜，yoki　ware聴器was　frequently　replaced　by　earthenware．　Yoki　ware　can

be　seen　as　being　in　same　category　as　earthenware，　aRd　its　use　reveals　the　hosYs

intent　to　embe－sh　the　ceremony．　On　the　other　hand，　earthenware　that　replaced

the　yoki　ware㎞this　variety　of　banquet　was　usually　called　Kasuga－doki春日土器，

which　is　surmised　to　have　been　the　equivalent　of　the　variety　1〈nown　as　smoked

Haji　ware黒色土器．　The　appearance　of　the　Kasuga－dold　type　of　pottery　marks

the　beg麗ng　of　society　in　which　the　de皿and　fbr　earthenware　was　great．　From

this　standpoint，辻　has　been　noted　that　the　change　面　the　sty正e　of　pottery　that

occurred　in　the　later　half　of　the　eighth　century　to　the　early　ninth　century　is　related

to　the　development　of　the　Ritsuryo　bureaucraljc　state，　as　the　cessation　of　daily

meal　service　for　bureaucrats　irifluenced　the　extinctioR　of　Sue　ware　productioR，　and

the　formation　of　Kugyo　system公卿制stimulated　the　rise　of　the　shungi　type　ban－

quet　that　was　characterized　by　the　use　of　earthenware．

Hier　wird　die　franzOsische　Besetzung　der　linksrheinischeR　Gebiete　zwischeR

Die　6ffentliche　Meinung　im　Rheinland　unter　der　franz6sischen　Besatzung

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1794－97）

von

SoNoyA　Munel〈azu

1794　umd　1797　unter　dem　folgendek　Gesichtspunkt　untersucht：　IR　der　bisherigen

Forschung　wird　zwar　auf　die　Moblisierung　der　Volksmeinung　in　der　cisrhenanls一

（906）


